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ギ
リ
ス
①

低
所
得
層
が
前
年
か
ら
九
〇

万
人
増
加
―
政
府
統
計

　

雇
用
年
金
省
は
六
月
、
低
所
得
世

帯
人
口
に
関
す
る
統
計
を
公
表
し
た
。

全
体
的
な
所
得
の
伸
び
の
低
迷
か
ら
、

二
〇
一
一
年
度
の
平
均
所
得
額
に
基

づ
く
低
所
得
層
の
比
率
は
前
年
か
ら

ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ
た
が
、
前
年
の

所
得
水
準
を
基
準
に
実
質
ベ
ー
ス
で

み
た
場
合
、
低
所
得
層
は
前
年
か
ら

九
〇
万
人
増
加
し
た
と
み
ら
れ
る
。

今
年
度
か
ら
本
格
化
し
た
各
種
の
給

付
削
減
策
の
影
響
に
よ
り
、
低
所
得

層
は
今
後
さ
ら
に
拡
大
す
る
と
予
想

さ
れ
て
い
る
。

所
得
水
準
の
低
下
で
相
対
的
低
所

得
層
は
減
少
、
絶
対
的
低
所
得
層

は
増
加

　

雇
用
年
金
省
が
毎
年
公
表
し
て
い

る
「
平
均
未
満
所
得
世
帯
統
計
」

（H
ousehold B

elow
 A

verage 
Incom

e
）
の
報
告
書
は
、
各
年
度

の
名
目
ベ
ー
ス
の
所
得
水
準
に
基
づ

く
「
相
対
的
低
所
得
層
」（
平
均
所
得

額
の
六
〇
％
未
満
の
層
）、
基
準
年

の
小
売
物
価
指
数
で
調
整
し
た
実
質

ベ
ー
ス
の
所
得
水
準
に

基
づ
く
「
絶
対
的
低
所

得
層
」（
二
〇
一
〇
年
度

を
基
準
と
し
た
平
均
所

得
額
の
六
〇
％
未
満
の

層
）
お
よ
び
所
得
分
配

の
偏
り
に
関
す
る
ジ
ニ

係
数
の
三
つ
の
主
要
指

標
な
ど
に
よ
り
、
低
所

得
層
と
所
得
格
差
の
推

移
を
み
て
い
る（
１
）。

こ
の
う
ち
、
相
対
的
低

所
得
層
は
九
八
〇
万
人
、

人
口
全
体
に
占
め
る
比

率
は
一
六
％
で
、
所
得

水
準
の
全
般
的
な
低
迷

に
よ
り
前
年
度
か
ら
横

ば
い
で
推
移
し
て
お
り
、

ジ
ニ
係
数
も
同
様
に
前

年
か
ら
横
ば
い
と
な
っ

た
。
一
方
、
絶
対
的
低
所
得
層
は
一

〇
八
〇
万
人
で
前
年
度
か
ら
九
〇
万

人
増
、
比
率
も
一
七
％
と
一
ポ
イ
ン

ト
増
加
し
た
（
図
）。
う
ち
五
〇
〇

万
人
以
上
は
就
労
世
帯
（
フ
ル
ま
た

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
が
一
人
以

上
い
る
世
帯
）
に
属
し
て
お
り
、
就

労
者
の
居
な
い
高
齢
者
世
帯
（
約
二

〇
〇
万
人
）
や
就
労
年
齢
世
帯
（
失

業
・
非
労
働
力
な
ど
、
約
三
〇
〇
万

人
）
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
前

年
度
か
ら
増
加
し
た
九
〇
万
人
の
う

ち
、
就
労
年
齢
層
が
六
〇
万
人
、
児

童
が
三
〇
万
人
を
占
め
、
高
齢
者
に

つ
い
て
は
ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ
て
い

る
。

　

絶
対
的
低
所
得
層
の
増
加
は
、
所

得
の
増
加
が
物
価
上
昇
を
下
回
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。
二
〇
一
一
年

度
を
基
準
と
し
た
実
質
ベ
ー
ス
の
週

平
均
所
得
額
は
、
一
九
九
四
年
度
か

ら
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
ほ
ぼ
継
続
的

に
増
加
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ

二
年
間
は
減
少
が
続
い
て
お
り
、
二

〇
一
一
年
度
に
は
前
年
の
四
四
〇
ポ

ン
ド
か
ら
四
二
七
ポ
ン
ド
へ
三
％
減

（
低
所
得
ラ
イ
ン
は
週
二
六
四
ポ
ン

ド
か
ら
二
五
六
ポ
ン
ド
に
減
少
）

（
２
）、
二
〇
〇
一
年
度
の
水
準
ま
で

低
下
し
て
い
る
。
報
告
書
は
所
得
低

下
の
要
因
と
し
て
、
不
況
以
降
の
賃

上
げ
抑
制
や
、
経
済
再
編
に
よ
っ
て

前
職
よ
り
低
賃
金
の
仕
事
に
転
職
し

た
層
が
増
加
し
た
こ
と
、
ま
た
社
会

保
障
給
付
の
引
き
下
げ
を
あ
げ
て
い

る
。

　

所
得
階
層
別
の
所
得
構
成
を
み
る

と
、
最
も
所
得
が
高
い
上
位
二
〇
％

で
は
平
均
で
八
割
以
上
が
給
与
所
得

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
位
二
〇
％

で
は
給
与
所
得
は
四
割
弱
、
五
割
以

上
を
社
会
保
障
給
付
が
占
め
て
い
る
。

シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
Ｉ
Ｆ
Ｓ
は
、
不
況

期
以
降
二
〇
一
一
―
一
二
年
ま
で
は

全
体
的
な
所
得
低
下
の
影
響
か
ら
所

得
格
差
が
縮
小
し
た
が
、
今
後
は
各

種
の
給
付
削
減
策（
３
）の
実
施
に
よ

り
、
低
所
得
層
の
所
得
低
下
が
予
想

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
所
得
格
差
は
再

び
拡
大
し
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
は

不
況
前
の
水
準
に
戻
る
と
み
て
い
る
。

［
注
］

１　
「
相
対
的
低
所
得
」
は
世
帯
当
た
り
週

所
得
額
（
各
年
度
の
名
目
額
、
税
引
き
後
、

家
族
構
成
に
よ
り
調
整
）
の
中
央
値
の

六
〇
％
を
、
ま
た
「
絶
対
的
低
所
得
」

は
基
準
年
（
二
〇
一
〇
年
）
の
世
帯
当

た
り
週
所
得
額
の
六
〇
％
を
ベ
ー
ス
に

小
売
物
価
指
数
で
調
整
し
た
各
年
の
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ
下
回
る
こ
と
を
指
す
。

統
計
は
、
世
帯
単
位
の
等
価
所
得
（
家

族
構
成
を
数
値
化
し
、
世
帯
当
た
り
の

所
得
を
調
整
）
に
基
づ
い
て
所
得
階
層

に
区
分
さ
れ
た
各
世
帯
の
構
成
員
数
に

よ
る
。
前
者
は
、一
般
に
用
い
ら
れ
る「
相

対
的
貧
困
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
定
義
だ
が
、

後
者
は
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
的
貧
困
」（
衣

食
住
や
健
康
に
関
す
る
最
低
限
の
水
準

の
維
持
が
困
難
な
貧
困
状
態
）
と
は
異

な
る
。
ジ
ニ
係
数
は
、
所
得
分
配
の
偏

り
に
関
す
る
指
標
。
な
お
、
毎
年
の
報

告
書
で
は
、
住
宅
コ
ス
ト
分
を
調
整
し

た
所
得
水
準
（after housing cost

）

の
推
移
も
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
説
明
を
割
愛
す
る
。

２　

報
告
書
は
代
表
的
な
グ
ル
ー
プ
（
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
）
と
し
て
、
子
供
の
い
な

い
カ
ッ
プ
ル
世
帯
の
数
値
を
用
い
て
い

る
。
な
お
、
二
〇
〇
九
年
度
の
週
四
五

四
ポ
ン
ド
か
ら
は
六
％
の
減
。

３　

こ
の
四
月
に
は
、
主
要
な
給
付
の
改

定
幅
を
一
％
に
抑
制
す
る
措
置
（
通
常

は
物
価
上
昇
率
に
準
拠
）
や
、
住
宅
給

付
の
減
額
（
通
常
使
用
し
て
い
な
い
寝

室
分
が
あ
る
場
合
な
ど
）、
世
帯
当
た
り

給
付
額
の
上
限
設
定
（
年
間
二
万
六
〇

〇
〇
ポ
ン
ド
）
な
ど
多
く
の
制
度
改
正

が
開
始
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
障
害
者
向

け
手
当
の
受
給
者
削
減
に
向
け
た
制
度

の
切
り
替
え
も
始
ま
っ
て
い
る
。
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従
業
員
持
株
制
を
通
じ
た
解

雇
規
制
等
の
緩
和
、
導
入
へ

　

従
業
員
持
株
制
に
よ
る
自
社
株
の

提
供
と
引
き
換
え
に
、
不
公
正
解
雇

の
申
し
立
て
や
整
理
解
雇
手
当
な
ど
、

雇
用
法
上
の
権
利
の
一
部
を
放
棄
さ

せ
る
制
度
が
今
秋
に
導
入
さ
れ
る
。

小
規
模
企
業
へ
の
普
及
を
通
じ
て
、

経
済
成
長
の
活
性
化
や
雇
用
の
拡
大

な
ど
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
今
年
中
に
は
、
雇
用
審
判

サ
ー
ビ
ス
の
有
料
化
や
紛
争
処
理
制

度
の
改
革
な
ど
、
雇
用
主
向
け
の
多

岐
に
わ
た
る
制
度
改
正
が
実
施
さ
れ

る
予
定
だ
。

海
外
労
働
事
情

図　相対的・絶対的低所得層の推移（％）
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35

経
営
側
か
ら
も
消
極
的
な
反
応

　

政
府
は
、
雇
用
保
護
法
制
の
規
制

緩
和
を
成
長
政
策
の
一
環
と
し
て
位

置
づ
け
て
お
り
、
こ
こ
数
年
、
各
種

の
施
策
を
検
討
、
導
入
を
図
っ
て
き

た（
１
）。
持
株
従
業
員
（em

ployee 
shareholder

）
に
雇
用
法
上
の
権

利
の
放
棄
を
求
め
る
制
度
も
そ
の
一

つ
だ
。
雇
用
主
は
従
業
員
に
対
し
て

二
〇
〇
〇
～
五
万
ポ
ン
ド
相
当
の
自

社
株
式
を
提
供
、
従
業
員
が
離
職
等

に
際
し
て
こ
れ
を
売
却
す
る
場
合
、

売
却
益
に
係
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン

税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
、
従
業
員

は
株
式
の
提
供
を
受
け
る
代
わ
り
に
、

不
公
正
解
雇
の
申
し
立
て
（
差
別
に

よ
る
場
合
を
除
く
）
や
解
雇
手
当
の

支
払
い
を
受
け
る
権
利
、
柔
軟
な
働

き
方
の
申
請
権
、
訓
練
休
暇
の
取
得

権
を
放
棄
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
出
産

休
暇
や
養
子
休
暇
、
父
親
休
暇
か
ら

当
初
予
定
よ
り
も
早
く
復
帰
を
望
む

場
合
、
雇
用
主
に
対
し
て
通
知
を
義

務
付
け
ら
れ
る
時
期
が
通
常
の
八
週

間
前
か
ら
一
六
週
間
前
に
早
め
ら
れ

る
。
雇
用
主
は
、
制
度
導
入
時
に
既

に
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
に
つ
い
て

は
、
持
株
制
へ
の
参
加
の
有
無
を
選

択
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
新

た
に
雇
用
す
る
従
業
員
に
対
し
て
は

参
加
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

オ
ズ
ボ
ー
ン
財
相
は
同
制
度
の
導

入
に
よ
る
効
果
と
し
て
、
従
業
員
の

忠
誠
心
や
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
の
向
上
と
と
も
に
、
企
業
に
よ
る

採
用
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
雇
用
法

上
の
権
利
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、
雇

用
拡
大
や
経
済
成
長
の
促
進
が
期
待

で
き
る
と
し
て
い
る
。
制
度
の
適
用

に
つ
い
て
企
業
規
模
等
の
限
定
は
な

い
が
、
政
府
は
急
成
長
の
途
上
に
あ

る
小
規
模
企
業
に
よ
る
利
用
を
見
込

ん
で
い
る
。

　

政
府
は
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
の

制
度
導
入
を
め
ざ
し
て
、財
相
の
提
案

か
ら
ほ
ど
な
く「
成
長
・
基
盤
整
備
法

案
」（G

row
th and Infrastructure 

B
ill

）を
議
会
に
上
程
し
た
。
法
案
は
、

連
立
与
党
が
過
半
数
を
占
め
る
庶
民

院
で
は
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
貴
族

院
は
雇
用
権
の
緩
和
に
係
る
条
項
の

削
除
を
求
め
る
修
正
案
を
付
し
、
こ

れ
を
拒
否
す
る
庶
民
院
と
の
間
で
摩

擦
が
生
じ
た
。
こ
の
た
め
、
政
府
は

妥
協
案
と
し
て
対
象
者
に
対
す
る
手

続
き
上
の
保
護
な
ど
を
追
加
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
制
度
へ
の
参
加
を
打
診

さ
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
法
律
専

門
家
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
無
償
で

の
提
供
を
雇
用
主
に
義
務
付
け
る
こ

と
だ（
２
）。
ま
た
、
雇
用
主
は
株
式

の
提
供
か
ら
離
職
時
の
買
取
ま
で
に

関
す
る
条
件
を
書
面
で
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
求
職
者

手
当
受
給
者
が
持
株
制
参
加
を
条
件

と
す
る
求
人
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、

制
裁
措
置
の
対
象
と
は
し
な
い（
３
）

こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
ら
の
妥
協
案

を
受
け
て
、
貴
族
院
は
四
月
末
に
法

案
を
可
決
し
た
。

　

政
府
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
的
な

権
利
の
切
り
下
げ
に
反
対
す
る
労
働

側
は
も
と
よ
り
、
経
営
側
も
消
極
的

な
反
応
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
法
律

関
係
者
や
持
株
制
の
専
門
団
体
か
ら

も
批
判
的
な
意
見
が
出
て
い
た（
４
）。

た
と
え
ば
、
政
府
が
同
制
度
の
導
入

に
よ
り
雇
用
促
進
を
見
込
ん
で
い
る

中
小
企
業
の
多
く
は
株
式
を
公
開
し

て
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
買
い
取
り
時

の
株
式
価
値
の
決
定
が
難
し
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
提
供
時
に
予
め
買

い
取
り
価
格
を
決
め
て
お
く
か
、
定

期
的
に
株
式
価
値
の
評
価
を
受
け
る

必
要
が
生
じ
る
が
、
い
ず
れ
の
手
法

も
雇
用
主
や
従
業
員
に
負
担
が
生
じ

る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ピ
タ

ル
ゲ
イ
ン
税
の
免
除
を
利
用
し
た
脱

税
を
招
く
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
政
府
に
経
済
財
政
見
通
し
を
提

供
す
る
予
算
責
任
局
（
Ｏ
Ｂ
Ｒ
）
は
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
の
免
除
に
よ

る
財
政
上
の
損
失
は
将
来
的
に
年
間

一
〇
億
ポ
ン
ド
、
ま
た
税
金
対
策
に

よ
る
支
払
い
回
避
か
ら
生
じ
る
損
失

も
二
億
五
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
達
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
い
る（
５
）。

雇
用
審
判
制
度
で
も
企
業
向
け
の

制
度
改
正

　

な
お
、
同
じ
く
四
月
末
に
成
立
し

た
「
企
業
・
規
制
改
革
法
」

（E
nterprise and R

egulatory 
R

eform
 A

ct

）
に
も
、
雇
用
法
制

の
規
制
緩
和
に
向
け
て
、
雇
用
審
判

制
度
の
簡
素
化
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る（
６
）。
主
な
内
容
は
、
不
公

正
解
雇
の
賠
償
請
求
額
の
上
限
を
現

行
の
七
万
四
二
〇
〇
ポ
ン
ド
か
ら
平

均
給
与
相
当
額
（
約
二
万
六
〇
〇
〇

ポ
ン
ド
）
ま
た
は
一
二
カ
月
分
の
給

与
の
い
ず
れ
か
低
い
額
に
ま
で
引
き

下
げ
る
こ
と
、
紛
争
の
解
決
に
和
解

合
意（settlem

ent agreem
ent

）（
７
）

に
基
づ
く
金
銭
解
決
を
奨
励
す
る
こ

と
、
申
し
立
て
に
先
立
っ
て
助
言
・

斡
旋
・
仲
裁
局
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
な
ど
だ
。
ま

た
、
安
全
衛
生
配
慮
義
務
の
違
反
に

関
し
て
労
働
者
が
民
事
訴
訟
を
行
う

際
に
は
、
雇
用
主
の
過
失
が
証
明
さ

れ
る
場
合
の
み
申
し
立
て
を
認
め
る

こ
と
と
し
、
ま
た
雇
用
主
に
は
違
反

内
容
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
労
働
者
の

保
護
に
関
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
っ

た
旨
の
抗
弁
を
行
う
機
会
が
与
え
ら

れ
る
。
一
連
の
制
度
改
正
の
多
く
は
、

今
夏
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
導
入
さ

れ
る
予
定
だ
。

　

さ
ら
に
、
雇
用
審
判
サ
ー
ビ
ス
が

七
月
末
か
ら
有
料
化
さ
れ
る
。
料
金

は
申
し
立
て
内
容
に
応
じ
て
二
種
類

に
区
分
さ
れ
、
未
払
い
賃
金
や
解
雇

予
告
手
当
、
整
理
解
雇
手
当
な
ど
の

請
求
に
関
す
る
も
の
（
レ
ベ
ル
Ａ
）

は
申
し
立
て
一
件
に
つ
き
一
六
〇
ポ

ン
ド
、
審
理
（hearing

）
が
行
わ

れ
る
場
合
は
さ
ら
に
二
三
〇
ポ
ン
ド
、

ま
た
不
公
正
解
雇
や
差
別
、
均
等
賃

金
、
内
部
告
発
な
ど
に
関
す
る
申
し

立
て
（
レ
ベ
ル
Ｂ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
二

五
〇
ポ
ン
ド
と
九
五
〇
ポ
ン
ド
と

な
っ
て
い
る
。
集
団
で
の
申
し
立
て

の
場
合
は
人
数
に
よ
る
増
額
が
あ
る

（
８
）。
一
方
、
雇
用
控
訴
審
判
所
に

つ
い
て
は
、
控
訴
の
申
請
が
四
〇
〇

ポ
ン
ド
、
審
理
が
行
わ
れ
る
場
合
は

さ
ら
に
一
二
〇
〇
ポ
ン
ド
が
課
さ
れ

る
。

［
注
］

１　

二
〇
一
一
年
に
は
、
不
公
正
解
雇
の

申
し
立
て
の
権
利
付
与
の
要
件
を
勤
続

一
年
か
ら
二
年
に
延
長
し
た
ほ
か
、
こ

の
四
月
に
は
、
整
理
解
雇
の
手
続
き
に

関
す
る
要
件
の
緩
和
（
一
〇
〇
人
以
上

の
整
理
解
雇
に
際
し
て
雇
用
主
に
義
務

付
け
ら
れ
た
従
業
員
に
対
す
る
事
前
通

告
の
時
期
を
、
従
来
の
九
〇
日
か
ら
四

五
日
に
短
縮
）
し
て
い
る
。

２　

な
お
、
専
門
家
は
雇
用
主
か
ら
独
立

（
た
と
え
ば
取
引
関
係
が
な
い
）
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者
に
は
、
雇

用
主
に
よ
る
打
診
か
ら
七
日
間
の
う
ち

に
参
加
の
是
非
を
決
定
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

３　

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
等
に
よ
り
紹
介
さ

れ
た
仕
事
を
合
理
的
な
理
由
な
く
拒
否

す
る
こ
と
は
、
最
も
重
大
な
違
反
カ
テ

ゴ
リ
に
区
分
さ
れ
、
受
給
者
に
は
六
カ

月
か
ら
三
年
（
違
反
回
数
や
重
大
さ
に

応
じ
て
期
間
が
異
な
る
）
の
手
当
の
支

給
停
止
が
科
さ
れ
る
。

４　

海
外
労
働
情
報
二
〇
一
二
年
一
一
月

の
記
事
参
照
。

５　

損
失
額
は
、
ス
キ
ー
ム
の
普
及
の
度

合
い
に
よ
っ
て
異
な
る
と
み
ら
れ
る
が
、

Ｏ
Ｂ
Ｒ
は
算
出
根
拠
を
明
確
に
し
て
い

な
い
。

６　

同
法
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば

安
全
衛
生
に
関
す
る
監
督
機
関
の
検
査

の
削
減
、
内
部
通
報
者
の
保
護
の
強
化

な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
農
業
分
野
の
最
低
賃
金

制
度
の
廃
止
も
そ
の
一
つ
だ
。
こ
れ
ま

で
制
度
を
運
営
し
て
き
た
農
業
賃
金
委
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員
会
（A

gricultural W
ages B

oard

）

が
廃
止
さ
れ
、
一
〇
月
に
は
全
国
最
低

賃
金
制
度
に
一
元
化
さ
れ
る
。
従
来
農

業
分
野
の
最
低
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い

た
労
働
者
の
中
に
は
、
賃
金
が
低
下
す

る
層
が
出
る
と
み
ら
れ
る
。

７　

不
公
正
解
雇
の
申
し
立
て
を
行
わ
な

い
こ
と
を
条
件
に
、
雇
用
主
が
和
解
金

額
を
提
示
。
労
働
者
側
に
は
合
意
の
義

務
は
な
い
。

８　

た
と
え
ば
、
レ
ベ
ル
Ｂ
の
申
し
立
て

で
原
告
が
二
〇
〇
人
を
超
え
る
場
合
、

申
し
立
て
が
一
五
〇
〇
ポ
ン
ド
、
審
理

が
五
七
〇
〇
ポ
ン
ド
と
な
る
。

【
参
考
資
料
】
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ア
メ
リ
カ

若
年
失
業
者
の
職
業
経
験
不

足
が
将
来
の
経
済
成
長
の
足

か
せ
に
―
民
主
党
系
シ
ン
ク

タ
ン
ク
報
告

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
六
歳
か
ら
二

四
歳
ま
で
の
若
年
者
の
多
く
が
、
失

業
も
し
く
は
不
安
定
な
雇
用
の
状
態

に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
職
業
経
験

を
得
ら
れ
る
機
会
が
十
分
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
将
来
の
経

済
成
長
の
足
か
せ
に
な
る
と
す
る
報

告
を
、
民
主
党
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、

セ
ン
タ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ア
メ
リ
カ
ン
・

プ
ロ
グ
レ
ス
が
出
し
た
。

デ
ィ
ス
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
（
学
卒
無

業
）
が
無
視
で
き
な
い
数
に

　

失
業
も
し
く
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な

ど
の
不
安
定
な
雇
用
の
状
況
に
あ
る

労
働
者
の
数
は
、
一
六-

一
九
歳
で

約
二
五
〇
万
人
、
二
〇-

二
四
歳
で

約
八
二
〇
万
人
い
る
。
一
六-

二
四

歳
の
失
業
率
は
一
六
・
二
％
だ
っ
た

が
、こ
の
数
字
は
全
体
平
均
七
・
五
％

の
お
よ
そ
倍
で
あ
る
。
二
四
歳
ま
で

の
若
年
労
働
者
は
そ
れ
よ
り
も
上
の

年
齢
と
比
べ
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　

一
六-

一
九
歳
で
は
、
お
よ
そ
三

〇
万
人
が
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
を
探

し
な
が
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
従

事
す
る
一
方
で
、
七
二
万
八
〇
〇
〇

人
が
失
業
中
で
あ
る
か
、
就
職
先
が

み
つ
か
ら
な
い
た
め
に
学
校
に
入
学

し
て
い
る
。

　

同
じ
年
齢
階
層
に
は
、
デ
ィ
ス
コ

ネ
ク
テ
ッ
ド
（D

isconnected

）
と

呼
ば
れ
る
人
も
一
四
〇
万
人
い
る
。

彼
ら
は
、
高
校
を
卒
業
し
た
も
の
の
、

進
学
も
就
労
も
し
て
い
な
い
人
た
ち

で
あ
る
。
デ
ィ
ス
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
と

は
、
ど
こ
に
も
繋
が
っ
て
（
コ
ネ
ク

ト
し
て
）
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
職
業
経
験
や
学
校
教
育
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
な
い
た
め
、
雇
用
や

社
会
的
流
動
性
、
将
来
の
収
入
と
い

う
機
会
が
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
状

態
の
ま
ま
で
は
、
犯
罪
に
巻
き
込
ま

れ
る
か
、
公
的
扶
助
や
政
府
負
担
の

健
康
保
険
制
度
の
世
話
に
な
る
こ
と

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
若
者
の
お
よ
そ
半
分

が
高
校
中
退
者
で
あ
り
、
残
り
の
半

分
は
高
校
を
出
た
も
の
の
、
そ
れ
を

就
職
や
さ
ら
な
る
学
校
教
育
へ
と
繋

げ
ら
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。

　

二
〇-

二
四
歳
の
デ
ィ
ス
コ
ネ
ク

テ
ッ
ド
の
数
は
四
一
〇
万
人
で
、
フ

ル
タ
イ
ム
雇
用
を
探
し
て
い
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
数
は
三
六
〇
万

人
だ
っ
た
（
図
）。
こ
の
年
齢
階
層

の
デ
ィ
ス
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
の
う
ち
、

一
九
〇
万
人
が
高
校
を
卒
業
し
て
お

ら
ず
、
七
九
万
人
が
大
学
中
退
者

だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
若
者
の
多
く
は
、
無

給
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
か
ら
抜
け

出
し
て
就
職
の
道
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
り
、
た
と
え
就
職
で

き
た
と
し
て
も
低
賃
金
で
ス
キ
ル
レ

ベ
ル
の
低
い
仕
事
に
留
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
若
年
雇
用
を
改
善
す
る

政
策
が
必
要
だ
と
報
告
書
は
提
言
し

て
い
る
。

大
学
進
学
の
た
め
の
教
育
ロ
ー
ン

が
大
き
な
負
担
に

　

大
学
を
出
れ
ば
就
職
が
有
利
に

な
っ
て
い
た
状
況
に
も
変
化
が
現
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
大
学
進
学
は

将
来
的
に
手
に
す
る
収
入
を
大
き
く

す
る
手
段
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

学
生
は
教
育
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
大

学
に
進
学
し
て
い
た
。
そ
の
投
資
効

果
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
も
は
や
そ
の
効
果
が
薄
れ
て

き
た
と
報
告
書
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
大
卒
労
働
者
の
失
業
率

を
み
る
と
、
三
〇-

四
四
歳
で
三
・

四
％
、
四
五-

五
四
歳
で
四
・
四
％

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
二
一
歳-

二

四
歳
で
は
七
・
四
％
と
お
よ
そ
倍
増

し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
二

〇
〇
〇
年
と

比
較
し
て
若

年
大
卒
者
の

実
質
賃
金
は

八
・
五
％
ほ

ど
減
少
し
た
。

つ
ま
り
、
二

四
歳
以
下
の

若
年
層
を
み

る
と
、
大
卒

で
も
就
職
の

機
会
が
多
く

な
い
だ
け
で

な
く
、
手
に

す
る
賃
金
も

低
下
傾
向
に

あ
る
。

　

そ
の
理
由

は
、
大
卒
求

人
が
少
な
い

た
め
に
、
小
売
販
売
、
レ
ジ
、
レ
ス

ト
ラ
ン
で
の
給
仕
と
い
っ
た
よ
う
な

四
大
卒
資
格
を
必
要
と
し
な
い
仕
事

に
就
く
場
合
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

そ
の
割
合
は
卒
業
生
全
体
の
三
分
の

一
を
超
え
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
の
若
年
大
卒
労
働
者
と
異
な

る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
事
は
低
賃
金
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
教
育

ロ
ー
ン
の
返
済
額
を
賄
え
な
い
こ
と

が
起
き
て
い
る
。

　

学
生
が
抱
え
る
教
育
ロ
ー
ン
の
金

額
は
、
一
人
あ
た
り
平
均
で
約
二
万

五
〇
〇
〇
ド
ル
だ
が
、
低
賃
金
や
失

業
に
よ
り
、
支
払
不
履
行
と
な
っ
て

焦
げ
付
く
例
が
後
を
絶
た
な
い
。
現

在
、
四
分
の
一
で
滞
納
が
み
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
状
況
が
続
け
ば
、
そ
の

履
歴
が
記
録
さ
れ
て
銀
行
口
座
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
作
れ
な
か
っ
た

り
、
家
を
借
り
る
こ
と
や
車
を
買
う

と
い
っ
た
場
面
で
不
都
合
が
生
じ
る
。

賃
金
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
し
ま
う

危
険
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
退
職

後
の
生
活
の
た
め
に
蓄
え
て
お
く
べ

き
資
金
が
不
足
す
る
可
能
性
も
高
く

な
る
。

　

報
告
書
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が

ア
メ
リ
カ
経
済
を
支
え
る
ミ
ド
ル
ク

ラ
ス
の
育
成
を
妨
げ
る
と
し
て
、
焦

げ
付
い
た
教
育
ロ
ー
ン
救
済
の
た
め

に
、
政
府
の
助
成
金
投
入
を
提
言
し

て
い
る
。

【
参
考
資
料
】
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図　失業もしくは不安定雇用の内訳
（資料出所：Center for American Progress: America's 10 Million Unemployed 
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（
山
崎　

憲
）

フ
ラ
ン
ス

失
業
者
数
が
過
去
最
多
を
更

新
―
四
月
末
時
点
で
三
二
六

万
人
に

　

政
府
の
発
表
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
本
土
に
お
け
る
四
月
末
時
点
で
の

失
業
者
数
は
、
前
月
比
一
・
二
％
増

の
三
二
六
万
四
四
〇
〇
人
と
な
り
、

先
月
に
記
録
し
た
過
去
最
多
の
数
字

を
更
新
し
た（
１
）。
失
業
者
数
の
増

加
は
二
四
カ
月
連
続
。
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
に
よ
る
見
方
で
は
失
業
者
数
が
減

少
に
転
じ
る
の
は
二
〇
一
四
年
以
降

に
な
る
と
い
う
の
が
一
般
的
だ
が
、

オ
ラ
ン
ド
大
統
領
は
失
業
者
数
を
年

内
に
減
少
に
導
く
と
い
う
目
標
を
改

め
て
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
就
任

以
来
打
ち
出
し
て
き
た
雇
用
対
策
は

予
定
し
た
効
果
が
発
揮
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。

若
年
者
、高
年
齢
者
で
高
い
増
加
率

　

フ
ラ
ン
ス
で
一
般
的
に
失
業
者
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の

求
職
者（
２
）（
海
外
県
を
除
く
本
土

の
み
、
以
下
、
特
筆
し
な
い
限
り
同

様
）
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
末
時
点

で
三
二
六
万
四
四
〇
〇
人
に
な
り
、

前
月
末
と
比
べ
て
一
・
二
％
の
増
加
、

前
年
同
月
末
と
比
べ
る
と
一
二
・

五
％
の
増
加
で
あ
っ
た（
３
）。

　

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
を
年
齢

階
層
別
に
み
る
と
、
二
五
歳
未
満
が

五
六
万
二
〇
〇
〇
人
、
二
五
歳
以
上

五
〇
歳
未
満
が
二
〇
〇
万
八
〇
〇
〇

人
、
五
〇
歳
以
上
が
六
九
万
六
〇
〇

〇
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
増
加
率
を
み

る
と
、
二
五
歳
未
満
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

Ａ
の
求
職
者
数
が
前
月
末
比
で
二
・

〇
％
増
、
五
〇
歳
以
上
が
一
・
三
％

増
と
な
っ
て
い
る
。
前
年
同
月
末
比

で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
二
・
七
％
増
、

一
七
・
四
％
増
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
二
五
歳
以
上
五
〇
歳
未
満

の
年
齢
層
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
一
・
一
％

増
、
一
〇
・
八
％
増
だ
っ
た
。
若
年

者
と
高
年
齢
者
の
求
職
者
数
の
増
加

率
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

失
業
の
長
期
化
が
進
む

　

失
業
期
間（
求
職
者
登
録
の
期
間
）

が
一
年
以
上
の
長
期
失
業
者
数
の
増

加
が
続
い
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ

～
Ｃ
の
求
職
者（
４
）四
七
九
万
九
〇

〇
〇
人
の
う
ち
一
八
九
万
四
〇
〇
〇

人
が
、
一
年
以
上
の
求
職
者
登
録
を

し
て
い
た
。
求
職
者
登
録
の
期
間
が

一
年
未
満
の
者
は
二
八
七
万
七
〇
〇

〇
人
で
、
前
月
末
比
で
一
・
一
％
増
、

前
年
同
月
末
比
で
七
・
九
％
増
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
同
期
間
が
一

年
以
上
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
・

五
％
増
、
一
五
・
四
％
増
に
の
ぼ
っ

て
い
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
三
月

の
一
カ
月
間
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｃ

の
求
職
者
登
録
リ
ス
ト
か
ら
離
れ
た

者
の
平
均
登
録
期
間
は
二
五
七
日
に

達
し
、
前
年
よ
り
六
日
長
く
な
っ
て

い
る
。
失
業
の
長
期
化
が
進
ん
で
い

る
こ
と
が
改
め
て
わ
か
っ
た
。

失
業
率
で
は
過
去
最
高
に
は
至
ら
ず

　

フ
ラ
ン
ス
国
立
統
計
経
済
研
究
所

（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
に
よ
る
と
、
労
働

力
人
口
（
一
五
歳
以
上
）
は
、
一
九

九
七
年
に
二
五
六
二
万
七
〇
〇
〇
人

（
フ
ラ
ン
ス
本
土
、
年
平
均
、
以
下

同
様
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
増

加
を
続
け
、
二
〇
一
一
年（
５
）に
は
、

二
八
三
九
万
人
と
な
っ
た（
６
）。
す

な
わ
ち
、
一
四
年
間
に
二
七
六
万
三

〇
〇
〇
人
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
は
生
産
年
齢
人
口
の
増
加
と
女

性
の
労
働
力
率
の
上
昇
が
主
な
要
因

と
さ
れ
て
い
る
。生
産
年
齢
人
口（
一

五
歳
以
上
六
五
歳
未
満
）
は
一
九
九

七
年
の
三
七
九
三
万
七
〇
〇
〇
人
か

ら
、
二
八
七
万
二
〇
〇
〇
人
増
加
し
、

二
〇
一
一
年
に
は
四
〇
八
〇
万
九
〇

〇
〇
人
と
な
っ
た（
７
）。
ま
た
、
同

年
齢
層
の
女
性
の
労
働
力
率（
８
）は
、

同
期
間
に
六
一
・
四
％
か
ら
六
六
・

二
％
に
上
昇
し
た
。
ち
な
み
に
同
年

齢
層
の
男
性
の
労
働
力
率
は
、
同
期

間
に
七
五
・
一
％
か
ら
七
四
・
八
％

へ
微
減
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労

働
力
人
口
の
増
加
傾
向
を
踏
ま
え
て
、

二
〇
一
三
年
四
月
末
時
点
の
失
業
者

数
そ
の
も
の
は
最
高
を
記
録
し
た
が
、

失
業
率
は
最
高
に
な
っ
て
は
い
な
い
。

失
業
率
は
一
九
九
七
年
第
１
四
半
期

か
ら
第
３
四
半
期
に
か
け
て
一
〇
・

八
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
三
年
第

１
四
半
期
で
は
一
〇
・
四
％
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
（
海
外
県
も
含
む
数
値

で
は
一
〇
・
八
％
）。
た
だ
、
経
済

紙L
es E

chos

の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

で
あ
る
ド
・
コ
マ
ル
モ
ン
氏
は
、
労

働
力
人
口
の
前
提
条
件
の
違
い
な
ど

に
よ
っ
て
一
九
九
七
年
時
点
と
は
異

な
る
状
況
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ

つ
、
長
期
失
業
者
の
増
加
を
危
惧
し

て
い
る
。
ま
た
、
失
業
率
は
前
年
同

期
の
九
・
六
％
か
ら
顕
著
な
上
昇
を

続
け
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。

新
た
な
雇
用
対
策
が
な
く
、
景
況

指
数
も
好
転
せ
ず

　

政
府
は
今
年
末
ま
で
に
失
業
者
数

の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
目
標
を

掲
げ
て
い
る
。
た
だ
、
二
〇
一
二
年

に
〇
・
〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
フ

ラ
ン
ス
の
経
済
成
長
率
は
、
二
〇
一

二
年
第
４
四
半
期
、
二
〇
一
三
年
第

１
四
半
期
と
続
い
て
マ
イ
ナ
ス
〇
・

二
％
と
な
り
景
気
後
退
が
鮮
明
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ

が
算
出
し
て
い
る
景
況
指
数（
９
）も

低
い
状
態
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
の

数
値
は
主
な
産
業
の
経
営
者
を
対
象

に
実
施
し
た
生
産
や
売
上
、
雇
用
等

の
実
績
と
見
通
し
な
ど
に
関
す
る
調

査
の
結
果
を
ま
と
め
て
指
標
化
し
た

も
の
で
、
平
均
で
一
〇
〇
と
な
る
よ

う
に
調
整
さ
れ
る
。
つ
ま
り
好
景
気

の
時
に
は
、
一
〇
〇
を
超
え
る
数
値

で
あ
る
が
、
今
年
二
月
以
降
の
景
況

指
数
は
、
八
四
か
ら
八
八
の
間
で
推

移
し
て
い
る
。
産
業
別
で
は
、
製
造

業
が
九
〇
前
後
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

建
設
業
が
九
一
か
ら
九
三
、
小
売
業

が
八
六
か
ら
九
〇
を
推
移
し
て
お
り
、

サ
ー
ビ
ス
業
で
は
八
四
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
景
気
が
好
転
す

る
見
通
し
が
立
た
な
い
中
、
雇
用
状

況
の
改
善
の
見
込
み
は
立
っ
て
い
な

い
。

　

政
府
は
、「
将
来
雇
用
制
度
」や「
世

代
契
約
制
度
」
の
創
設（
10
）や
職
業

訓
練
制
度
の
活
用
の
強
化
な
ど
の
施

策
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。
ま
た
、

労
働
者
の
権
利
を
拡
大
す
る
と
同
時

に
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
一
日
に
労

使
間
で
の
雇
用
の
柔
軟
性
を
高
め
る

合
意（
11
）に
関
す
る
法
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、L

es E
chos

紙
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
直
ち
に
雇
用

に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

見
方
を
し
て
お
り
、「
将
来
雇
用
制

度
」
に
よ
る
契
約
件
数
も
政
府
が
当

初
予
想
し
た
件
数
は
達
成
で
き
て
い

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

［
注
］

１　

三
月
に
従
来
の
一
九
九
七
年
一
月
の

三
一
九
・
六
万
人
の
記
録
を
超
え
過
去

最
多
と
な
っ
た
が
、
引
き
続
き
更
新
す

る
結
果
と
な
っ
た
。

２　

積
極
的
に
就
職
活
動
を
行
な
っ
て
い

る
求
職
者
（dem

andeurs

）
の
う
ち
、

一
カ
月
間
に
、
一
切
の
就
労
活
動
を
行

わ
な
か
っ
た
者
で
、失
業
者（chôm

eurs

）

と
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

３　

季
節
及
び
就
業
日
数
調
整
値 : 

季
節

及
び
祝
日
の
多
少
に
よ
り
、
一
カ
月
間

の
経
済
活
動
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
れ
を
修
正
し
た
値
、
以

下
同
様
。

４　

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
及
び
Ｃ
の
求
職
者
は
、

積
極
的
な
就
職
活
動
を
行
な
っ
て
い
る

求
職
者
の
う
ち
、
一
カ
月
間
に
（
一
時

的
な
）
就
労
を
し
た
者
。
詳
し
く
は
本

誌
二
〇
一
三
年
七
月
号
四
七
ペ
ー
ジ
注

１
を
参
照
。

５　

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
が
公
表
し
て
い
る
現
時

点
で
の
最
新
の
デ
ー
タ
。

６　

デ
ー
タ
出
所 : Insee, enquêtes 

E
m

ploi 1975-2011, séries longues

７　

デ
ー
タ
出
所 : Insee, estim

ations de 



海外労働事情

Business Labor Trend 2013.8

38

population

８　
Insee, enquêtes E

m
ploi 1975-2011, 

séries longues
９　

Indicateur du clim
at des affaires 

France

 
http://w

w
w

.insee.fr/fr/them
es/info-

rapide.asp?id=
105

10　

詳
し
く
は
本
誌
二
〇
一
二
年
一
一
月

号
四
五
～
四
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

 
h

ttp
://w

w
w

.jil.g
o

.jp
/k

o
k

u
n

ai/b
lt/

backnum
ber/2012/11/040-048.pdf

11　

詳
し
く
は
本
誌
二
〇
一
三
年 
四
月
号

五
〇
～
五
二
ペ
ー
ジ
参
照

 
h

ttp
://w

w
w

.jil.g
o

.jp
/k

o
k

u
n

ai/b
lt/

backnum
ber/2013/04/046-052.pdf
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（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
三

年
六
月
二
八
日
）

（
国
際
研
究
部
）

韓
国
①

政
労
使
雇
用
協
定
を
締
結 

―
パ
ー
ト
雇
用
拡
大
、
長
時

間
労
働
削
減
な
ど
協
力

　

韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
（
Ｆ
Ｋ
Ｔ

Ｕ
）、
韓
国
経
営
者
総
協
会
お
よ
び

雇
用
労
働
部
は
五
月
三
〇
日
、
朴
政

権
の
主
要
公
約
で
あ
る
就
業
率
七

〇
％
の
達
成
を
目
的
と
す
る
政
労
使

雇
用
協
定
を
締
結
し
た
。
政
労
使
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
拡
大
、
長
時

間
労
働
の
削
減
、
六
〇
歳
定
年
制
の

定
着
に
向
け
賃
金
制
度
改
革
な
ど
に

協
力
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
政
労

使
雇
用
協
定
の
概
要
は
次
の
と
お
り

（
表
）。

企
業
規
制
の
合
理
化
と
中
小
企
業

振
興
に
基
づ
く
雇
用
創
出

　

政
労
使
は
、
企
業
が
雇
用
を
増
や

す
た
め
の
制
度
面
の
支
援
を
協
調
し

て
実
施
す
る
。
政
府
は
、
雇
用
影
響

評
価
な
ど
を
通
じ
て
雇
用
に
よ
り
配

慮
し
た
政
策
、
高
所
得
や
高
齢
の
労

働
者
に
対
す
る
雇
用
規
制
の
合
理
化

手
段
を
立
案
す
る
。
雇
用
を
増
や
す

投
資
に
焦
点
を
当
て
た
優
遇
税
制
を

改
善
し
、
海
外
の
韓
国
企
業
が
韓
国

に
戻
る
こ
と
を
奨
励
す
る
多
面
的
支

援
策
を
講
じ
る
。

　

政
府
は
、
将
来
有
望
な
中
小
企
業

に
対
す
る
支
援
の
強
化
、
研
究
開
発

予
算
の
拡
大
な
ど
、
中
小
企
業
支
援

制
度
の
改
革
を
積
極
的
に
進
め
る
。

　

経
済
界
は
、
大
企
業
と
中
小
企
業

か
ら
成
る
共
同
事
業
体
を
通
じ
て
中

小
企
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
教
育
訓
練
の
基
盤
を
構
築
し
、

労
使
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
人
材

育
成
制
度
を
普
及
さ
せ
る
。
公
正
な

競
争
と
取
引
に
よ
り
下
請
企
業
の
競

争
力
を
高
め
、
下
請
労
働
者
の
労
働

条
件
を
改
善
す
る
。

　

政
労
使
は
、
工
業
団
地
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
、
文
化
施
設
や
厚
生
施
設
の

拡
大
を
通
じ
て
労
働
環
境
を
改
善
し
、

中
小
企
業
の
仕
事
を
魅
力
的
な
も
の

に
す
る
。
経
済
界
は
中
小
企
業
が
労

働
力
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
下
請
企

業
の
新
規
採
用
、
教
育
訓
練
に
対
す

る
支
援
を
行
う
。

　

政
府
は
、
若
者
の
中
小
企
業
へ
の

就
職
を
奨
励
す
る
た
め
、
将
来
有
望

な
中
小
企
業
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ

ム
を
整
備
し
、
若
者
が
中
小
企
業
で

長
期
間
勤
務
し
豊
か
に
な
る
た
め
の

支
援
策
を
講
じ
る
。
各
地
域
で
中
小

企
業
の
労
働
環
境
を
改
善
し
雇
用
を

促
進
す
る
た
め
、
地
方
政
府
や
労
使

団
体
、
教
育
機
関
等
を
含
む
官
民
共

同
の
支
援
制
度
を
構
築
す
る
。

 

公
共
機
関
・
大
企
業
の
若
年
雇
用
拡

大
、
能
力
本
位
の
採
用
慣
行
普
及

　

政
府
は
、
公
共
機
関
が
二
〇
一
四

年
か
ら
一
六
年
ま
で
毎
年
、
定
員
の

三
％
以
上
の
若
者
を
採
用
す
る
よ
う

保
証
し
、
主
に
教
育
、
安
全
、
福
祉

の
分
野
で
採
用
を
徐
々
に
拡
大
す
る
。

ま
た
、
地
方
の
人
材
が
新
し
い
採
用

枠
の
一
定
割
合
を
占
め
る
よ
う
努
力

す
る
。

　

経
済
界
は
、
一
三
年
か
ら
一
七
年

ま
で
毎
年
、
大
企
業
が
新
規
採
用
計

画
を
立
て
る
際
、
事
業
状
況
に
応
じ

て
若
者
の
雇
用
を
増
や
す
よ
う
努
力

す
る
。
労
使
は
、
管
理
職
と
従
業
員

の
賃
金
を
安
定
さ
せ
、
よ
り
好
ま
し

い
採
用
条
件
を
創
り
出
す
こ
と
に
協

力
す
る
。

　

政
労
使
は
、
若
者
の
早
期
就
業
の

必
要
性
を
認
識
し
、
職
業
指
導
・
職

業
訓
練
の
強
化
、
高
卒
の
雇
用
拡
大
、

能
力
を
基
準
に
し
た
採
用
慣
行
の
普

及
に
努
力
す
る
。 

　

経
済
界
は
、
高
卒
の
若
者
が
仕
事

と
学
習
を
両
立
で
き
る
よ
う
、
職
務

能
力
に
基
づ
く
採
用
基
準
を
考
案
し
、

公
正
な
採
用
慣
行
を
普
及
さ
せ
る
よ

う
努
力
す
る
。
政
府
は
、
特
別
入
学

枠
の
拡
大
や
大
学
教
育
制
度
の
柔
軟

化
に
よ
り
、
仕
事
と
学
習
を
両
立
さ

表　就業率70％達成のための政労使雇用協定の主な内容

資料出所：雇用労働部

雇用創出基盤づくり
企業規制の合理化、税制支援、大企業・中小企業
の共同人材育成システムの構築

パートタイム雇用・社会 
サービス雇用拡充

安定した差別のない質の高いパートタイム雇用拡
大への協力、家事介護などの公共社会サービス雇
用拡充

若者・中高年・女性
の雇用拡充

公共機関の定員の3％以上の若者を新規採用、大企
業は2017年までに若者の新規採用を前年に比べ増
加、従業員の賃金の安定、賃金ピーク制などの賃
金体系改編

将来の雇用創出 労働時間短縮推進、賃金・雇用センター設置

労使責任および協力
の強化

人員整理の自制、公共部門非正規労働者の正規労
働者への転換、大企業の雇用構造の自主的改善、
高賃金従業員の賃金引き上げ抑制、労働法遵守、
特殊形態業務従事者の保護計画を立案

社会対話の継続推進
経済社会発展労使政委員会の議題および参加範囲
の拡大
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せ
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
努
め

る
。

　

政
府
は
、
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
を
反

映
し
た
職
業
能
力
評
価
モ
デ
ル
を
開

発
し
、
公
共
機
関
が
こ
れ
ら
の
モ
デ

ル
を
採
用
す
る
よ
う
支
援
す
る
。
学

歴
や
経
歴
の
み
に
依
存
せ
ず
、
情
熱

と
能
力
を
持
つ
若
者
が
選
抜
さ
れ
る

採
用
方
式
を
普
及
さ
せ
る
。
求
職
と

就
人
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
し
て
若

者
が
早
期
に
労
働
市
場
に
参
入
で
き

る
よ
う
、
大
学
の
構
造
改
革
や
評
価

制
度
改
善
を
実
施
し
、
大
学
の
競
争

力
を
高
め
る
方
策
を
検
討
す
る
。

六
〇
歳
定
年
制
の
定
着
に
向
け
た

賃
金
制
度
改
革
で
協
力

　

政
労
使
は
、
退
職
年
齢
の
延
長
や

賃
金
制
度
の
改
編
に
よ
り
、
一
六
年

か
ら
導
入
さ
れ
る
六
〇
歳
定
年
制
を

定
着
さ
せ
る
よ
う
積
極
的
に
協
力
す

る
。
労
使
は
、
賃
金
ピ
ー
ク
制
（
一

定
年
齢
を
超
え
た
場
合
、
賃
金
を
削

減
す
る
代
わ
り
に
定
年
延
長
や
再
雇

用
を
行
う
制
度
）
の
導
入
や
賃
金
構

造
の
簡
素
化
な
ど
の
賃
金
制
度
改
革

に
協
力
し
、
労
働
協
約
や
雇
用
規
則

の
改
定
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

　

政
府
は
、
①
最
低
定
年
年
齢
と
賃

金
制
度
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
賃

金
モ
デ
ル
の
開
発
と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
の
提
供
、
最
良
事
例
の
普
及
、

②
六
〇
歳
定
年
制
施
行
前
に
労
使
間

で
自
主
的
に
賃
金
制
度
改
革
に
合
意

し
た
企
業
に
対
す
る
支
援
、
③
労
使

間
の
自
主
協
議
促
進
、
地
方
雇
用
労

働
事
務
所
や
労
働
委
員
会
に
よ
る
労

使
紛
争
の
早
期
解
決
支
援
、
④
六
〇

歳
定
年
制
の
定
着

に
向
け
た
議
論
を

行
う
専
門
家
と
労

使
団
体
に
よ
る
合

同
評
議
会
の
設
立

―
―
な
ど
の
支
援

を
行
う
。

　

政
労
使
は
、
退

職
し
た
労
働
者

（
退
職
予
備
軍
を

含
む
）
が
で
き
る

だ
け
早
く
再
就
職

で
き
る
よ
う
、
採

用
情
報
の
提
供
、

就
職
あ
っ
せ
ん
、

起
業
支
援
な
ど
の

再
雇
用
支
援
サ
ー

ビ
ス
を
強
化
し
、

大
企
業
や
公
共
部

門
の
退
職
予
備
軍
に
対
し
て
も
提
供

す
る
。

　

政
府
は
、
中
小
企
業
を
退
職
し
た

中
高
年
労
働
者
（
退
職
予
備
軍
を
含

む
）
の
た
め
の
職
業
紹
介
機
関
を
拡

充
し
、
個
人
の
必
要
性
に
応
じ
た
訓

練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
。
専
門

的
な
知
識
や
経
験
を
持
っ
た
退
職
者

が
引
き
続
き
報
酬
を
得
て
社
会
活
動

に
従
事
で
き
る
よ
う
、
社
会
貢
献
に

関
わ
る
仕
事
を
拡
大
す
る
。

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
雇
用
の
大
幅
な
拡
大

　

政
労
使
は
、
労
働
者
が
積
極
的
に

育
児
休
暇
や
育
児
の
た
め
の
短
時
間

勤
務
を
利
用
し
、
育
児
休
暇
終
了
後

に
原
職
復
帰
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

　

政
府
は
育
児
休
暇
で
生
じ
た
空
ポ

ス
ト
に
代
替
労
働
者
を
利
用
す
る
制

度
を
推
進
す
る
。
育
児
休
業
給
付
金

の
安
定
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
母

性
保
護
の
費
用
を
長
期
的
に
社
会
で

分
担
す
る
手
段
を
検
討
す
る
。
ま
た
、

父
母
が
育
児
の
心
配
を
せ
ず
に
安
心

し
て
働
け
る
よ
う
、
官
民
の
保
育
施

設
を
大
幅
に
拡
充
す
る
。

　

政
労
使
は
、
雇
用
が
安
定
し
、
不

当
な
差
別
が
無
く
、
基
本
的
な
労
働

条
件
が
保
証
さ
れ
た
働
き
甲
斐
の
あ

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕
事
を
増
や
す

た
め
積
極
的
に
協
力
す
る
。

　

労
使
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

に
対
す
る
労
働
時
間
に
比
例
し
た
平

等
な
取
り
扱
い
、
個
人
的
問
題
に
関

す
る
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
正
社
員
と

し
て
雇
用
す
る
場
合
の
奨
励
金
支
給

な
ど
で
協
力
す
る
。

　

政
府
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
公
務

員
を
増
や
し
、
公
共
・
民
間
部
門
に

お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
創
出

を
目
的
と
し
た
職
務
分
析
や
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
提
供
な
ど
の
支
援
策

を
講
じ
る
。
公
共
部
門
に
お
い
て
家

事
労
働
や
介
護
労
働
な
ど
の
社
会
福

祉
関
連
職
を
大
幅
に
拡
大
す
る
と
と

も
に
、
社
会
福
祉
労
働
者
の
労
働
条

件
改
善
に
関
す
る
指
針
の
策
定
な
ど

の
支
援
策
を
講
じ
る
。

 

長
時
間
労
働
の
削
減
、
賃
金
体
系

の
改
編

　

労
使
は
、
法
定
労
働
時
間
の
遵
守

や
年
次
休
暇
の
取
得
促
進
を
通
じ
て
、

長
時
間
労
働
に
つ
な
が
る
仕
事
の
進

め
方
を
改
善
し
、
健
康
で
文
化
的
な

職
場
環
境
の
実
現
に
努
力
す
る
。
労

働
時
間
短
縮
に
よ
る
賃
金
減
少
を
埋

め
合
わ
せ
る
た
め
、
生
産
性
向
上
や

仕
事
の
再
設
計
、
労
働
者
の
配
置
転

換
・
異
動
な
ど
で
協
力
す
る
。
大
企

業
は
、
下
請
企
業
が
シ
フ
ト
制
の
改

編
に
よ
り
労
働
時
間
を
短
縮
で
き
る

よ
う
、
仕
事
の
進
め
方
の
改
善
や
生

産
性
向
上
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。

　

政
府
は
、
労
働
時
間
短
縮
に
よ
り

雇
用
を
創
出
す
る
企
業
に
対
し
、
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
新
規
採
用
者
に

対
す
る
賃
金
助
成
な
ど
の
総
合
支
援

策
を
講
じ
る
。

　

政
労
使
は
、
労
働
時
間
短
縮
の
影

響
が
広
範
囲
に
及
ぶ
産
業
に
お
い
て
、

実
労
働
時
間
の
状
況
な
ど
を
考
慮
し
、

長
時
間
労
働
の
削
減
に
向
け
た
対
策

を
協
議
す
る
。
長
時
間
労
働
慣
行
を

改
善
し
多
様
な
就
業
形
態
を
普
及
さ

せ
る
た
め
、
最
良
事
例
の
公
表
や
共

同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
の
社
会
活
動

を
実
施
す
る
。
労
働
時
間
短
縮
に
よ

る
職
場
の
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る

対
策
の
ほ
か
、
時
間
外
労
働
の
限
度

時
間
に
休
日
労
働
を
含
め
る
問
題
に

関
す
る
協
議
を
行
う
。

　

労
使
は
、
職
務
と
成
果
に
基
づ
く

賃
金
や
簡
素
な
賃
金
構
造
へ
の
変
更

な
ど
の
賃
金
制
度
改
革
の
推
進
お
よ

び
労
働
協
約
・
雇
用
規
則
の
改
定
に

積
極
的
に
協
力
す
る
。

　

政
労
使
は
一
三
年
の
下
半
期
、
職

場
で
自
主
的
に
賃
金
改
革
を
進
め
ら

れ
る
よ
う
賃
金
・
雇
用
セ
ン
タ
ー
を

設
立
す
る
。
状
況
調
査
、
最
良
事
例

の
普
及
お
よ
び
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

な
ど
を
積
極
的
に
支
援
す
る
た
め
、

研
究
機
関
や
専
門
機
関
、
経
済
団
体

等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。

雇
用
保
障
、
労
働
条
件
の
改
善
に

よ
る
仕
事
の
質
の
向
上

　

使
用
者
は
で
き
る
だ
け
人
員
整
理

を
抑
制
す
る
代
わ
り
に
配
置
転
換
や

異
動
、
賃
金
と
労
働
時
間
の
調
整
、

一
時
閉
鎖
や
レ
イ
オ
フ
を
検
討
し
、

労
働
者
は
こ
れ
ら
の
措
置
に
積
極
的

に
協
力
す
る
。

　

使
用
者
は
、
人
員
整
理
が
避
け
ら

れ
な
い
場
合
、
労
働
組
合
や
労
働
者

代
表
と
誠
実
に
協
議
す
る
。
影
響
を

受
け
る
労
働
者
の
数
を
最
小
限
に
抑

え
る
た
め
、
早
期
退
職
制
度
の
利
用
、

退
職
し
た
労
働
者
の
再
雇
用
や
再
就

職
を
支
援
す
る
。

　

政
府
は
大
規
模
な
人
員
整
理
に
よ
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る
労
働
者
の
損
害
を
最
小
限
に
抑
え

る
た
め
、
雇
用
災
害
地
区
指
定
な
ど

の
総
合
的
支
援
策
を
講
じ
る
。

　

政
労
使
は
、
求
職
者
が
で
き
る
だ

け
早
く
希
望
の
仕
事
に
就
け
る
よ
う
、

職
業
相
談
員
の
増
員
や
専
門
知
識
の

強
化
、
総
合
雇
用
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
、
就
職
成
功
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
拡
大
な
ど
に
積
極
的
に
協
力
す
る
。

地
域
の
必
要
性
に
応
じ
た
労
働
力
を

育
成
す
る
た
め
、
地
方
レ
ベ
ル
で
、

業
界
団
体
、
訓
練
機
関
、
労
使
団
体
、

地
方
政
府
、
地
方
雇
用
労
働
事
務
所

な
ど
で
構
成
さ
れ
る
共
同
訓
練
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
設
立
す
る
。

　

政
府
は
、
雇
用
を
創
出
す
る
企
業

を
実
質
的
に
支
援
す
る
た
め
雇
用
助

成
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
直
す
。
求
職

者
が
生
計
を
安
定
さ
せ
求
職
活
動
を

容
易
に
行
え
る
よ
う
、
失
業
手
当
の

所
得
代
替
水
準
引
き
上
げ
や
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
防
止
に
つ
い
て
政
労
使
で

検
討
し
、
制
度
的
な
改
善
策
を
講
じ

る
。

　

労
使
は
、
事
業
環
境
に
応
じ
て
、

高
給
の
管
理
職
や
従
業
員
の
昇
給
を

自
主
的
に
抑
制
し
、
賃
金
上
昇
の
一

定
割
合
を
非
正
規
労
働
者
と
下
請
労

働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
に
回
す
。

　

政
労
使
は
弱
い
立
場
の
労
働
者
を

守
る
た
め
、
最
低
賃
金
の
遵
守
、
賃

金
支
払
い
遅
延
の
防
止
、
雇
用
契
約

の
文
書
化
を
厳
密
に
履
行
す
る
。

　

政
府
は
零
細
な
職
場
や
低
賃
金
で

働
く
労
働
者
の
雇
用
保
険
料
や
国
民

年
金
保
険
料
に
対
す
る
助
成
を
拡
大

し
、
政
労
使
は
社
会
保
険
制
度
へ
の

参
加
を
促
す
共
同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
す
る
。

　

大
企
業
に
雇
用
形
態
別
の
労
働
者

数
の
公
表
を
義
務
化
す
る
雇
用
状
況

開
示
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
労
使
は
、

正
社
員
の
採
用
拡
大
、
非
正
規
労
働

者
に
対
す
る
差
別
の
撤
廃
や
能
力
向

上
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
に
積
極
的

に
協
力
し
、
雇
用
構
造
の
改
善
に
努

力
す
る
。

　

政
府
は
、
賃
金
、
賞
与
や
付
加
給

付
等
の
不
当
な
差
別
を
な
く
す
た
め
、

労
働
基
準
監
督
官
の
差
別
是
正
指
導

を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
一
五
年
ま

で
に
公
共
部
門
の
非
正
規
労
働
者
を

正
規
労
働
者
に
転
換
す
る
。
主
要
産

業
に
お
け
る
労
働
監
査
を
実
施
し
、

違
法
派
遣
が
見
つ
か
っ
た
場
合
は
、

元
請
企
業
に
違
法
派
遣
労
働
者
を
直

接
雇
用
す
る
よ
う
指
示
す
る
な
ど
、

違
法
派
遣
の
根
絶
に
努
め
る
。
経
済

社
会
開
発
評
議
会
の
検
討
結
果
に
基

づ
き
、
特
殊
な
雇
用
形
態
の
労
働
者

（
宅
配
ド
ラ
イ
バ
ー
等
）
を
保
護
す

る
対
策
を
講
じ
る
。

【
参
考
資
料
】
韓
国
雇
用
労
働
部
Ｗ
ｅ
ｂ

情
報

韓
国
②

政
府
が
就
業
率
七
〇
％
達
成
の

た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
発
表

　

政
府
は
六
月
四
日
、
中
流
階
級
を

七
〇
％
に
拡
大
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
「
就
業
率
七
〇
％
達
成
の
た
め

の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
発
表
し
た
。

朴
政
権
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
現
在

六
〇
・
四
％
の
就
業
率
を
一
七
年
ま

で
に
七
〇
％
に
引
き
上
げ
る
目
標
を

掲
げ
て
い
る
。
長
時
間
労
働
の
削
減
、

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
を
含
む
多
様
な
就
業
形

態
の
促
進
に
よ
り
、
一
七
年
ま
で
に

二
三
八
万
（
年
平
均
四
七
万
六
〇
〇

〇
）
の
雇
用
を
創
出
し
、
こ
の
う
ち

の
九
三
万
（
三
八
・
七
％
）
を
パ
ー

ト
タ
イ
ム
雇
用
が
占
め
る
計
画
で
あ

る
。
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
概
要
は
以
下

の
と
お
り
（
図
）。

創
造
的
経
済
の
実
現
に
よ
る
雇
用

創
出

　

政
府
は
、
起
業
の
た
め
の
財
政
支

援
制
度
を
融
資
か
ら
投
資
に
重
点
を

置
い
た
も
の
に
変
更
す
る
。
規
制
緩

和
や
新
し
い
資
格
の
導
入
、
市
場
の

再
活
性
化
に
よ
り
、
将
来
有
望
な
五

〇
〇
の
職
業
を
創
出
す
る
た
め
職
業

開
発
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
立
す
る
。

　

政
府
は
、
現
在
一
三
の
政
府
機
関

と
一
六
の
地
方
政
府
機
関
が
進
め
る

一
一
二
四
件
の
中
小
企
業
支
援
事
業

を
統
合
、
あ
る
い
は
雇
用
創
出
事
業

に
変
更
す
る
。
政
府
の
資
金
で
運
営

さ
れ
る
研
究
機
関
は
、
資
金
の
一
定

割
合
を
中
小
企
業
向
け
協
力
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
使
用
す
る
。
中
小
企
業

を
、
基
盤
の
し
っ
か
り
し
た
中
堅
企

業
に
育
成
す
る
た
め
の
成
長
支
援
策

を
策
定
す
る
。
大
企
業
と
中
小
企
業

が
共
に
恩
恵
を
得
ら
れ
る
協
力
関
係

の
基
盤
づ
く
り
を
進
め
る
。

　

政
府
は
、
医
療
や
教
育
、
保
健
活

動
に
関
す
る
規
制
を
緩
和
し
、
付
加

価
値
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
育
成

す
る
。
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
研
究
開
発

投
資
を
一
七
年
ま
で
に
倍
増
す
る
。

新
た
に
創
出
さ
れ
る
二
三
八
万
の
雇

用
の
内
訳
は
、
成
長
サ
ー
ビ
ス
一
六

三
万
三
〇
〇
〇
（
健
康
・
社
会
福
祉

八
〇
万
、
専
門
職
・
科
学
・
技
術
関

連
三
三
万
七
〇
〇
〇
、
情
報
通
信
一

六
万
、
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
レ
ー

シ
ョ
ン
関
係
二
一
万
二
〇
〇
〇
、
行

政
と
防
衛
一
二
万
四
〇
〇
〇
）、
製

造
業
二
〇
万
、
そ
の
他
五
四
万
八
〇

〇
〇
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
時
間
短
縮
、
柔
軟
な
労
働
時

間
制
に
よ
る
仕
事
と
生
活
の
両
立

　

政
府
は
、
一
二
年
に
二
〇
九
二
時

間
で
あ
っ
た
年
間
総
労
働
時
間
を
一

七
年
ま
で
に
一
九
〇
〇
時
間
に
短
縮

す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
現
在
は
時
間
外
労
働
と
み
な
さ

れ
な
い
休
日
労
働
を
時
間
外
労
働
の

限
度
時
間
（
一
週
一
二
時
間
）
に
含

め
る
と
と
も
に
、
労
働
時
間
規
制
か

ら
除
外
さ
れ
て
い
る
一
二
の
特
例
業

種
を
一
〇
に
減
ら
す
方
針
で
あ
る
。

ま
た
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
な
ど
の

創
造
的
な
経
済
関
連
の
職
種
に
関
し

て
は
、
一
四
年
か
ら
裁
量
労
働
制
を

拡
大
適
用
す
る
。

　

政
府
は
、
不
合
理
な
差
別
が
な
く
、

最
低
賃
金
や
四
大
社
会
保
険
な
ど
の

基
本
的
労
働
条
件
が
保
証
さ
れ
た
働

き
甲
斐
の
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕

事
を
広
範
囲
に
普
及
さ
せ
る
。
公
共

部
門
で
一
四
年
か
ら
七
等
級
以
下
の

一
般
職
公
務
員
の
中
か
ら
競
争
を
通

じ
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
公
務
員
を
採

用
す
る
。
新
し
く
導
入
さ
れ
る
仕
事

や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
す
ぐ
に

補
充
で
き
る
仕
事
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム

雇
用
に
変
更
す
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
教
員
を
採
用
す
る
た
め
の

法
整
備
も
行
う
。

　

民
間
部
門
で
は
、
働
き
甲
斐
の
あ

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕
事
を
創
出
す

る
企
業
に
対
し
、
臨
時
の
優
遇
税
制

や
社
会
保
険
料
の
助
成
を
適
用
す
る
。

労
働
者
に
一
年
間
の
育
児
休
暇
に
加

え
て
、
一
年
間
の
育
児
期
間
中
に
短

時
間
勤
務
制
度
を
活
用
す
る
よ
う
奨

励
す
る
。
企
業
が
育
児
休
暇
中
の
労

働
者
の
代
替
要
員
と
し
て
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
を
採
用
し
た
場
合
、
最

大
二
人
ま
で
代
替
労
働
者
の
人
件
費

を
助
成
す
る
。

女
性
、
若
者
、
中
高
年
者
の
労
働

市
場
参
入
を
積
極
的
に
支
援

　

政
府
は
、
女
性
の
就
業
を
促
進
す

る
た
め
、
育
児
休
暇
制
度
や
公
共
お

よ
び
企
業
内
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
大
幅

に
拡
充
す
る
。
育
児
休
暇
の
分
割
取

得
可
能
回
数
を
二
回
か
ら
三
回
に
増

や
し
、
適
用
児
童
の
年
齢
を
六
歳
か

ら
九
歳
に
引
き
上
げ
る
。
出
産
休
暇

か
ら
育
児
休
暇
ま
で
一
括
で
申
請
で

き
る
「
自
動
育
児
休
暇
」
を
定
着
さ

せ
る
。
ま
た
、
妊
娠
や
出
産
、
育
児

休
暇
後
に
大
量
の
女
性
労
働
者
が
退

職
す
る
企
業
に
対
し
、
徹
底
的
な
監

査
を
行
う
。
企
業
内
に
保
育
所
を
設

置
す
る
た
め
の
基
準
を
緩
和
す
る
と

と
も
に
、
国
公
立
の
保
育
施
設
の
収

容
規
模
を
現
在
の
保
育
児
童
全
体
の

二
〇
％
か
ら
一
七
年
ま
で
に
三
〇
％

に
拡
大
す
る
。
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政
府
は
、
女
性
に
優
し
い
社
会
福

祉
関
連
の
仕
事
を
二
五
万
創
出
す
る

目
標
に
基
づ
き
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

質
や
介
護
労
働
者
の
劣
悪
な
労
働
条

件
を
改
善
す
る
た
め
の
指
針
に
加
え

て
、
社
会
福
祉
の
仕
事
を
創
出
す
る

計
画
を
策
定
す
る
。 

　

政
府
は
、
若
者
が
早
期
に
労
働
市

場
に
参
加
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
政

策
を
実
施
す
る
。
韓
国
式
の
徒
弟
制

度
で
あ
る
仕
事
と
学
習
の
デ
ュ
ア

ル
・
シ
ス
テ
ム
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
と
理
論
学

習
）
を
導
入
す
る
。
中
小
企
業
と
若

者
と
の
間
の
構
造
的
ミ
ス
マ
ッ
チ
の

解
消
を
目
的
と
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
を
設
置
し
、
中
小
企
業
の
雇
用
環

境
を
改
善
す
る
た
め
の
助
成
金
制
度

の
拡
大
、
中
小
企
業
で
の
長
期
勤
続

を
奨
励
す
る
優
遇
措
置
の
強
化
、
若

者
向
け
中
小
企
業
雇
用
情
報
シ
ス
テ

ム
の
確
立
、
各
地
域
に
お
け
る
共
同

人
材
管
理
制
度
の
設
立
―
―
な
ど
に

つ
い
て
議
論
す
る
。

　

政
府
は
、
六
〇
歳
定
年
制
の
定
着
、

退
職
者
の
再
就
職
に
向
け
た
支
援
制

度
を
設
け
る
。
六
〇
歳
定
年
制
の
早

期
導
入
を
奨
励
す
る
た
め
、
定
年
年

齢
を
延
長
す
る
企
業
に
対
し
助
成
金

を
支
給
す
る
。
定
年
年
齢
と
賃
金
制

度
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
。
五

〇
歳
以
上
の
労
働
者
は
、
退
職
を
遅

ら
せ
る
た
め
、
一
週
当
た
り
一
五
～

三
〇
時
間
ま
で
労
働
時
間
短
縮
を
要

求
で
き
る
制
度
を
導
入
す
る
。
関
連

省
庁
は
連
携
し
て
、
退
職
者
の
職
業

相
談
や
職
業
訓
練
、
再
就
職
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
を
設

け
る
。

非
正
規
労
働
者
の
保
護
、
差
別
是

正
に
向
け
た
対
策
の
強
化

　

政
府
は
、「
期
間
制
お
よ
び
短
時
間

労
働
者
保
護
法
」
と
「
派
遣
労
働
者

保
護
法
」
を
改
正
し
、
懲
罰
的
な
金

銭
補
償
制
度
を
導
入
す
る
。
公
共
部

門
は
一
五
年
ま
で
に
、
常
時
・
継
続

的
な
業
務
に
従
事
す
る
非
正
規
労
働

者
を
正
規
雇
用
に
転
換
す
る
。
社
会

保
障
制
度
の
枠
外
に
あ
る
特
殊
形
態

労
働
従
事
者
（
宅
配
便
ト
ラ
ッ
ク
運

転
手
、
生
コ
ン
運
搬
ト
ラ
ッ
ク
運
転

手
、
学
習
支
援
教
師
等
）
に
雇
用
保

険
や
労
災
保
険
の
適
用
を
拡
大
す
る

包
括
的
な
保
護
対
策
を
講
じ
る
。

【
参
考
資
料
】
雇
用
労
働
部
Ｗ
ｅ
ｂ
情
報

韓
国
③

「
通
常
賃
金
」
の
解
釈
で
論

争
激
化
―
時
間
外
労
働
手
当

な
ど
算
出
に
影
響

　

時
間
外
労
働
手
当
な
ど
の
算
出
基

礎
と
な
る
「
通
常
賃
金
」
の
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
論
争
が
白
熱
化
し
て
い
る
。

従
来
の
行
政
解
釈
を
覆
し
て
、
大
法

院
（
最
高
裁
）
が
昨
年
に
、
定
期
賞

与
が
通
常
賃
金
に
含
ま
れ
る
と
の
判

決
を
下
し
た
た
め
だ
。
こ
の
問
題
を

め
ぐ
っ
て
、
現
在
、
六
〇
以
上
の
企

業
で
労
使
が
係
争
を
続
け
て
い
る
。

行
政
解
釈
と
最
高
裁
判
決
の
対
立

　
「
通
常
賃
金
」
は
、
定
期
的
に
一

律
に
支
給
さ
れ
る
賃
金
で
あ
り
、
基

本
給
と
役
職
手
当
が
含
ま
れ
る
。
勤

労
基
準
法
に
基
づ
き
、
時
間
外
・
深

夜
・
休
日
労
働
に
対
し
て
は
、
通
常

賃
金
の
五
〇
％
以
上
を
加
算
支
給
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

勤
労
基
準
法
は
退
職
金
な
ど
を
算

定
す
る
基
礎
的
な
平
均
賃
金
の
定
義

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
通
常

賃
金
に
関
し
て
は
勤
労
基
準
法
施
行

令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各

種
手
当
に
通
常
賃
金
を
含
む
か
ど
う

か
の
具
体
的
な
判
断
基
準
は
雇
用
労

働
部
例
規
の
「
通
常
賃
金
算
定
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
で
定
め
ら
れ
、
定
期
賞

与
は
通
常
賃
金
に
は
含
ま
れ
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

　

労
使
は
こ
の
行
政
規
則
と
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
通
常
賃
金
か
ら

定
期
賞
与
を
除
外
す
る
慣
習
を
続
け

て
き
た
。
地
方
裁
判
所
も
長
年
、
こ

れ
に
一
致
す
る
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
大
法
院
は
昨
年
三
月
、
大

邱
市
外
バ
ス
会
社
で
あ
る
金
亞
リ
ム

ジ
ン
の
労
働
組
合
が
会
社
側
を
提
訴

し
た
裁
判
で
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
と

行
政
規
則
に
反
し
、
四
半
期
ご
と
に

勤
続
年
数
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
定

期
賞
与
は
通
常
賃
金
の
計
算
に
含
め

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
決
を
下
し

た
。

　

大
法
院
の
判
決
に
基
づ
き
、
通
常

賃
金
を
定
期
賞
与
に
含
め
る
と
す
る

と
、
企
業
は
現
在
の
慣
行
を
見
直
す

必
要
に
迫
ら
れ
、
結
果
と
し
て
予
期

せ
ぬ
人
件
費
の
増
大
を
招
く
恐
れ
が

あ
る
。
賃
金
請
求
権
の
時
効
は
三
年

で
あ
り
、
労
働
者
は
過
去
三
年
分
の

未
払
い
賃
金
の
支
払
い
を
求
め
訴
訟

を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

韓
国
Ｇ
Ｍ
な
ど
六
〇
以
上
の
企
業

が
係
争
中

　

通
常
賃
金
の
問
題
が
国
会
や
世
論

で
大
き
く
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
韓
国
Ｇ
Ｍ
の
問
題
が
関
係

し
て
い
る
。

　

韓
国
Ｇ
Ｍ
の
労
働
組
合
は
、
定
期

賞
与
も
通
常
賃
金
に
含
ま
れ
る
と
し

て
、
未
払
い
賃
金
の
支
払
い
を
求
め

会
社
側
を
提
訴
し
た
。
裁
判
所
は
、

二
〇
〇
八
年
の
一
審
、
一
一
年
の
二

審
と
も
に
通
常
賃
金
の
項
目
に
関
し

て
組
合
側
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。

韓
国
Ｇ
Ｍ
は
現
在
も
、
大
法
院
の
判

決
を
待
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
朴
大
統
領
は
「
韓

国
経
済
全
体
が
抱
え
て
い
る
問
題
で

あ
る
。
合
理
的
な
解
決
策
を
探
し
て

み
る
」
と
答
え
た
。
こ
の
大
統
領
の

訴
訟
当
事
者
企
業
に
対
す
る
発
言
が

物
議
を
醸
し
、
裁
判
所
に
影
響
力
を

行
使
す
る
「
司
法
へ
の
圧
力
」
と
批

判
さ
れ
た
。

　

韓
国
Ｇ
Ｍ
の
ほ
か
に
も
、
現
在
、

大
宇
造
船
海
洋
、
現
代
自
動
車
、
韓

国
産
業
銀
行
、
起
亜
自
動
車
、
錦
湖

図　雇用ロードマップ基本的な方向

資料出所：雇用労働部Ｗｅｂ情報

働き方や労働時間の改革

*長時間労働の改善

*良質のパートタイム雇用の創

出・普及

*柔軟な労働時間制の普及
重要人材の雇用可能性

を高める

*雇用・福祉連携

仕事を通じた自立・自活

雇用サービスの先進化

*女性

保育サービスの拡充

*若者 

能力中心の社会

中小企業人材のミスマ

ッチ解消

*中高年

60 歳定年制の定着

生涯の再設計サポート

創造経済を通じ雇用創出

*起業活性化

*雇用創出基盤づくり

*革新型中小企業の育成

*サービス産業の高付加

価値化

*社会経済のインフラ調

整

雇用のための社会的連帯

・責任の強化

*雇用創出に対する社会的連帯

の強化

*差別解消を通じた雇用の質の

向上

就業率 70％
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タ
イ
ヤ
、
双
竜
自
動
車
、
タ
タ
大
宇

商
用
車
な
ど
の
大
手
企
業
を
含
む
六

〇
以
上
の
企
業
が
通
常
賃
金
を
め

ぐ
っ
て
裁
判
を
行
っ
て
い
る

雇
用
労
働
部
が
賃
金
改
革
委
員
会

に
お
け
る
議
論
を
開
始

　

雇
用
労
働
部
は
、
こ
れ
ま
で
の
通

常
賃
金
の
問
題
を
め
ぐ
る
判
決
は
特

定
の
企
業
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、

状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
す

べ
て
の
企
業
に
一
般
化
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
法

院
の
判
決
は
、
全
裁
判
官
の
合
議
体

で
判
断
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、

今
後
、
別
の
判
決
が
出
る
こ
と
も
あ

り
得
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
雇
用
労

働
部
は
、
個
々
の
労
使
が
長
い
間
に

形
成
し
て
き
た
通
常
賃
金
に
関
す
る

合
意
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
て
い

る
。

　

雇
用
労
働
部
は
二
〇
年
以
上
に
わ

た
り
勤
労
基
準
法
施
行
令
と
通
常
賃

金
算
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
変
更
し
て

い
な
い
た
め
、
政
府
が
通
常
賃
金
を

め
ぐ
る
対
立
を
放
置
し
て
い
る
と
の

批
判
も
出
て
い
る
。

　

雇
用
労
働
部
は
、
賃
金
制
度
を
改

善
し
賃
金
構
造
を
合
理
化
す
る
対
策

に
つ
い
て
検
討
す
る
一
二
人
の
労
働

専
門
家
で
構
成
さ
れ
る
賃
金
改
革
委

員
会
を
設
置
し
、
六
月
二
一
日
に
第

一
回
会
議
を
開
催
し
た
。

　

委
員
会
は
、
今
後
二
カ
月
間
、
労

使
お
よ
び
様
々
な
専
門
家
か
ら
意
見

を
聴
取
し
、
賃
金
制
度
の
実
態
や
問

題
点
に
つ
い
て
包
括
的
に
検
討
を
行

う
。
そ
の
後
、
賃
金
構
造
お
よ
び
通

常
賃
金
を
含
む
賃
金
制
度
を
合
理
化

す
る
た
め
の
改
革
案
を
取
り
ま
と
め

る
予
定
で
あ
る
。

　

房
河
男
（
パ
ン
・
ハ
ナ
ム
）
雇
用

労
働
部
長
官
は
、「
通
常
賃
金
の
範
囲

を
め
ぐ
っ
て
継
続
す
る
紛
争
を
考
慮

し
、
ま
た
、
最
低
退
職
年
齢
を
六
〇

歳
に
引
き
上
げ
る
法
律
を
計
画
ど
お

り
一
六
年
に
施
行
し
、
労
働
時
間
短

縮
や
雇
用
創
出
な
ど
の
喫
緊
の
課
題

を
達
成
す
る
た
め
、
我
々
は
、
賃
金

制
度
や
賃
金
構
造
を
改
革
・
改
善
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

【
参
考
資
料
】
韓
国
雇
用
労
働
部
・
韓
国

労
使
発
展
財
団
ｗ
ｅ
ｂ
情
報

（
国
際
研
究
部
）

中
国
①

働
く
中
国
の
女
性
に
変
化
の

兆
し
―
背
景
に
「
仕
事
と
家

庭
の
両
立
」
重
視

　

中
国
女
性
は
結
婚
・
出
産
後
も
仕

事
を
続
け
る
の
が
普
通
だ
っ
た
し
、

労
働
時
間
も
男
性
と
あ
ま
り
変
わ
ら

な
か
っ
た（
注
）。
そ
ん
な
傾
向
に
変

化
の
兆
し
が
出
て
い
る
。
仕
事
と
家

庭
の
バ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
配
慮
が
働

く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
だ
。
人

材
紹
介
会
社
が
発
表
し
た
い
く
つ
か

の
調
査
か
ら
、「
働
く
中
国
女
性
の
い

ま
」
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
る
。

容
易
で
な
い
両
立

　

中
国
女
性
は
強
い
仕
事
志
向
を

持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
人
材
紹

介
会
社
の
「
智
聯
招
聘
」
が
発
表
し

た
「
三
・
八
（
国
際
女
性
デ
ー
）
特

別
女
性
デ
ー
特
別
調
査
」
に
よ
っ
て
、

二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
二
年
を
比
較

し
て
み
る
と
、
そ
ん
な
傾
向
が
垣
間

見
え
る
。
一
〇
年
調
査
で
は
、
仕
事

で
成
功
し
た
い
と
考
え
る
女
性
は
調

査
対
象
者
の
九
二
・
五
％
に
達
し
て

い
る
。
職
務
に
関
し
て
は
、
二
九
・

八
％
が
女
性
企
業
家
（
会
社
社
長
、

Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
）、
二
四
・
九
％
が
中

間
管
理
職
、
二
二
・
二
％
が
高
級
管

理
職
（
副
社
長
な
ど
）、
二
〇
・
四
％

が
専
門
職
を
め
ざ
し
て
お
り
、
い
わ

ゆ
る
一
般
職
員
を
目
標
と
す
る
女
性

は
二
・
七
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か

し
一
二
年
に
は
、
仕
事
で
成
功
し
た

い
と
考
え
て
い
る
割
合
は
七
二
・
〇

四
％
で
、
一
〇
年
の
調
査
か
ら
二
割

ほ
ど
低
下
し
て
い
る
。
仕
事
と
家
庭

の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
女
性
が
増

え
て
い
る
た
め
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

別
の
人
材
紹
介
会
社
の
「
科
鋭
国

際
」
は
今
年
、
企
業
に
勤
め
る
二
三

～
四
三
歳
の
男
女
一
七
〇
〇
人
を
対

象
に
調
査
し
た
。
調
査
に
携
わ
っ
た

科
鋭
国
際
の
安
然
氏
は
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
に
対
す
る
印
象

と
し
て
、「
男
性
は
職
業
キ
ャ
リ
ア
の

展
望
を
よ
り
重
視
し
、
長
期
の
計
画

を
立
て
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
は

年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
家
庭
と
仕
事
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
。
例
え
ば
、

転
職
先
と
し
て
休
暇
が
多
い
企
業
を

優
先
す
る
傾
向
に
あ
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
実
際
、
調
査
に
よ
れ
ば
六

九
・
九
％
の
女
性
が
国
有
企
業
や
民

営
企
業
よ
り
も
、
福
利
厚
生
サ
ー
ビ

ス
が
充
実
し
て
い
る
外
資
企
業
を
転

職
先
と
し
て
選
ん
で
い
る
。 

　

し
か
し
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
は

決
し
て
容
易
な
問
題
で
は
な
い
。「
智

聯
招
聘
」
の
調
査
で
は
、
約
四
割
の

女
性
が
出
産
後
に
仕
事
を
失
い
、
二

一
・
八
四
％
の
未
婚
女
性
が
昇
進
の

た
め
に
、
出
産
を
あ
き
ら
め
た
り
遅

ら
せ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

ら
に
な
っ
た
。
ま
た
、
八
割
近
く
の

男
性
は
、
妻
の
仕
事
で
の
成
果
が
自

分
を
超
え
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
七
・

八
四
％
の
女
性
は
、
自
ら
の
仕
事
の

成
功
が
夫
婦
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。「
智
聯

招
聘
」
の
別
の
調
査
で
あ
る
『
出
産

前
後
の
職
場
調
査
』
に
よ
る
と
、
二

〇
一
二
年
の
場
合
、
六
八
・
六
一
％

の
女
性
は
出
産
後
に
転
職
を
考
え
、

一
七
・
三
六
％
は
実
際
に
行
動
に
移

し
て
い
る
。
出
産
に
よ
る
就
労
へ
の

影
響
と
し
て
は
、
子
ど
も
の
健
康
が

七
四
・
四
四
％
、
教
育
問
題
が
六
三
・

六
一
％
、
生
活
費
支
出
に
よ
る
圧
力

が
四
八
・
一
七
％
、
家
庭
生
活
が
情

緒
に
与
え
る
影
響
が
四
六
・
一
二
％
、

家
事
が
三
六
・
三
一
％
と
な
っ
て
い

る
（
複
数
回
答
）。 

出
産
後
は
労
働
時
間
が
減
少

　

出
産
後
の
女
性
は
、
労
働
時
間
を

短
縮
す
る
こ
と
で
家
庭
生
活
と
の
両

立
に
努
め
る
場
合
が
多
い
。
前
出
の

『
出
産
前
後
の
職
場
調
査
（
二
〇
一

二
）』
に
よ
る
と
、
出
産
経
験
後
の

女
性
の
労
働
時
間
（
一
日
あ
た
り
）

は
八
時
間
以
上
が
出
産
前
の
八
七
・

二
四
％
か
ら
六
六
・
一
三
％
へ
と
大

幅
に
減
少
し
て
い
る
。

　

出
産
に
よ
り
職
場
に
求
め
る
も
の

も
変
化
し
て
い
る
。
出
産
前
に
比
べ

て
、「
時
間
の
自
由
度
の
高
い
仕
事
に

従
事
す
る
」、「
所
定
労
働
時
間
以
外

の
残
業
を
し
な
い
」
こ
と
な
ど
を
求

め
る
女
性
が
増
え
、
一
方
で
「
高
い

職
位
に
つ
く
」、「
辛
く
て
も
自
分
が

好
き
な
仕
事
を
す
る
」
な
ど
の
仕
事

志
向
の
女
性
が
減
っ
て
い
る
（
図
）。

ま
た
会
社
選
び
で
は
通
勤
時
間
の
長

さ
も
重
要
に
な
っ
て
お
り
、
通
勤
時

間
が
長
い
場
合
、
六
四
・
七
九
％
の

女
性
が
転
職
を
考
え
る
と
回
答
し
て

い
る
。 

若
年
層
に
専
業
主
婦
が
増
加

　

多
く
の
女
性
が
仕
事
と
家
庭
の
狭

間
で
悩
ん
で
い
る
が
、「
智
聯
招
聘
」

の
出
産
に
関
す
る
前
述
調
査
に
よ
る

と
、
四
割
近
く
の
女
性
は
専
業
主
婦

の
道
を
選
ん
で
い
る
。
専
業
主
婦
は

特
に
若
年
層
に
多
く
み
ら
れ
、
三
〇

～
三
四
歳
で
二
八
・
一
〇
％
、
三
五

～
三
九
歳
で
二
五
・
四
二
％
で
あ
る

の
に
対
し
、
二
五
～
二
九
歳
で
は
三

八
・
二
四
％
で
、
二
〇
～
二
四
歳
層

で
は
六
六
・
六
一
％
に
達
し
て
い
る
。

専
業
主
婦
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て

も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
「
子
ど
も

と
一
緒
に
い
る
時
間
を
増
や
す
た

め
」
で
、
六
四
・
七
五
％
を
占
め
る
。

ま
た
、
三
七
・
五
〇
％
は
専
業
主
婦

を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
「
生
活
費
負

担
が
重
く
な
く
、
仕
事
を
す
る
必
要

が
な
い
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
経

済
的
な
余
裕
の
表
れ
と
も
と
れ
る
が
、
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沿
岸
部
や
一
線
都
市
な
ど
の
経
済
発

展
地
域
で
は
就
労
す
る
女
性
の
就
業

率
が
高
い
の
で
、
興
味
深
い
現
象
と

言
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
女
性
が
専
業
主
婦
を

希
望
し
な
い
理
由
と
し
て
も
っ
と
も

多
い
の
は
「
夫
の
収
入
が
少
な
い
な

ど
の
経
済
的
理
由
」
で
七
二
％
を
占

め
て
い
る
。
な
お
、
夫
の
六
七
％
は

妻
が
専
業
主
婦
に
な
る
こ
と
を
望
ん

で
い
な
い
。
ま
た
、
六
六
・
三
六
％

の
女
性
が
専
業
主
婦
を
希
望
し
な
い

理
由
と
し
て
、
社
会
か
ら
の
離
脱
が

も
た
ら
す
精
神
的
な
不
安
を
あ
げ
て

い
る
。

【
参
考
資
料
】

新
華
網
、
老
猟
頭
網
、
Ｈ
Ｒ
ｏ
ｏ
ｔ
、
中

国
新
聞
網
、
智
聯
招
聘
『
三
・
八
節
（
国

際
女
性
デ
ー
）
特
別
調
査
（
二
〇
一
〇
、

二
〇
一
二
）』、『
出
産
前
後
の
職
場
調
査

（
二
〇
一
二
）』、
科
鋭
国
際
『
二
〇
一

三
年
中
国
職
業
女
性
調
査
報
告
（
二
〇

一
三
）』

［
注
］

『
中
国
二
〇
〇
〇
年
人
口
セ
ン
サ
ス
』
に

よ
れ
ば
、
男
性
の
週
間
労
働
時
間
は
四

七
・
九
一
時
間
、
女
性
の
週
間
労
働
時

間
は
四
六
・
八
八
時
間
で
あ
る
。

（
ア
シ
ス
タ
ン
ト
フ
ェ
ロ
ー　

李　

青
雅
）

中
国
②

最
低
賃
金
の
平
均
引
き
上
げ
率

は
二
〇
％
―
一
二
年
労
働
統
計

　

人
的
資
源
社
会
保
障
部
は
五
月
、

二
〇
一
二
年
の
労
働
統
計
を
発
表
し

た
。
最
低
賃
金
は
二
五
の
省
な
ど
で

引
き
上
げ
ら
れ
、
引
き
上
げ
率
の
平

均
は
約
二
〇
％
だ
っ
た
。
二
〇
一
五

年
ま
で
の
第
一
二
次
五
カ
年
計
画
に

掲
げ
て
い
る
失
業
率
や
失
業
保
険
加

入
者
数
な
ど
労
働
分
野
の
各
種
数
値

目
標
は
、
順
調
に
達
成
さ
れ
て
い
る
。

二
五
地
域
で
最
低
賃
金
を
引
き
上
げ

　

二
〇
一
二
年
の
都
市
非
私
営
企
業

に
お
け
る
就
業
者
の
平
均
賃
金（
年
）

は
昨
年
比
一
一
・
九
％
増
の
四
万
六

七
六
九
元
だ
っ
た
。
都
市
私
営
企
業

で
は
一
七
・
一
％
増
の
二
万
八
七
五

二
元
。
出
身
地
域
外
へ
の
出
稼
ぎ
労

働
者
の
平
均
収
入
（
月
）
は
一
一
・

八
％
増
の
二
二
九
〇
元
で
あ
っ
た
。 

　

二
〇
一
二
年
に
最
低
賃
金
を
引
き

上
げ
た
省
（
市
・
自
治
区
）
は
二
五

に
上
り
、
そ
の
平
均
引
き
上
げ
率
は

二
〇
・
二
％
に
達
し
た
。
五
月
末
時

点
で
最
低
賃
金
が
も
っ
と
も
高
い
の

は
、
月
あ
た
り
で
は
深
セ
ン
市
の
一

五
〇
〇
元
、
時
間
あ
た
り
で
は
北
京

市
の
一
四
元
で
あ
る
。 

 

労
働
争
議
件
数
は
高
止
ま
り　

　

二
〇
〇
八
年
の
労
働
契
約
法
お
よ

び
労
働
争
議
調
停
仲
裁
法
の
施
行
以

降
、
申
請
費
用
が
無
料
化
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
労
働
争
議
の
件
数
は
高

止
ま
り
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
、

仲
裁
機
関
が
有
効
に
受
理
し
た
件
数

は
前
年
比
八
・
八
％
増
の
六
四
・
一

万
件
で
あ
っ
た
（
図
表
１
）。
争
議

の
理
由
も
、
以
前
は
賃
金
や
社
会
保

険
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、

近
年
は
契
約
条
件
の
変
更
や
退
職
に

伴
う
経
済
補
償
金
に
つ
い
て
な
ど
、

そ
の
内
訳
が
多
様
化
し
て
い
る
。 

 

順
調
に
進
む
第
一
二
次
五
カ
年
計
画

　

進
行
中

の
第
一
二

次
五
カ
年

計
画
（
二

〇
一
一
～

二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
、
労
働
分

野
の
各
種
数
値
目
標
は
、
軒
並
み
目

標
に
対
し
て
順
調
に
推
移
し
て
い
る

（
図
表
２
）。
失
業
率
は
目
標
の
五
・

〇
％
を
下
回
る
状
況
で
推
移
し
て
い

る
。
そ
の
他
の
目
標
も
、
こ
の
ま
ま

の
ペ
ー
ス
で
推
移
す
れ
ば
二
〇
一
五

年
に
は
目
標
達
成
と
な
る
。 

【
参
考
資
料
】

人
的
資
源
社
会
保
障
部（

国
際
研
究
部
）

Ｅ
Ｕ

欧
州
委
、
財
政
赤
字
削
減
路

線
の
緩
和
へ

　

欧
州
委
員
会
は
五
月
末
、
加
盟
各

国
の
今
年
度
の
経
済
財
政
政
策
に
関

す
る
勧
告
案
を
採
択
し
た
。
財
政
赤

字
の
削
減
に
重
点
を
置
い
た
従
来
の

欧
州
委
の
方
向
性
か
ら
、
経
済
成
長

に
向
け
た
投
資
拡
大
や
若
年
失
業
者

を
中
心
と
す
る
失
業
対
策
の
拡
充
を

打
ち
出
す
な
ど
、
姿
勢
の
柔
軟
化
が

窺
え
る
。
特
に
若
年
失
業
対
策
に
つ

い
て
は
、
八
〇
億
ユ
ー
ロ
を
投
じ
る

支
援
枠
組
み
が
各
国
に
よ
り
合
意
さ

れ
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
か
ら
の
実

施
に
向
け
て
具
体
的
な
プ
ラ
ン
が
今

後
示
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
。

成
長
政
策
・
若
年
失
業
対
策
に
シ

フ
ト
か

　

Ｅ
Ｕ
で
は
、
不
況
期
以
降
に
顕
在

化
し
た
財
政
危
機
へ
の
対
応
策
と
し

て
、
加
盟
各
国
の
経
済
財
政
政
策
の

070605040302010

とこいなしを業残の外間時働労定所

とこるせさ足満を要需の活生庭家が準水金賃

とこるす戦挑に分自ずえ絶てじ通を事仕

とこるす現実を値価生人の分自てじ通を事仕

とこる得を重尊の囲周てじ通を事仕

とこく就に事仕い高の度由自の間時

とこるすを事仕なき好が分自もてく辛

とこる得を酬報い高

とこくつに位職い高

後産出

前産出

図  出産前後の女性が職場に望む要求（単位：％、3つまでの複数回答）

図表1  労働争議件数の推移（当局受理ベース、単位：万件）

図表2　各種労働統計推移

資料出所：智聯招聘『出産前後の職場調査（2012年）』

資料出所：人的資源社会保障部 

資料出所：人的資源社会保障部
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調
整
を
目
的
と
す
る
「
欧
州
セ
メ
ス

タ
ー
」（
１
）を
二
〇
一
一
年
よ
り
導

入
し
て
い
る
。
今
回
の
勧
告
案
は
こ

の
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
き
、
各
国
が
提

出
し
た
今
年
の
経
済
政
策
プ
ラ
ン
お

よ
び
中
期
的
予
算
案
に
対
し
て
行
わ

れ
た
も
の
。
欧
州
委
は
こ
れ
ま
で
、

財
政
赤
字
の
削
減
を
最
優
先
課
題
に

掲
げ
て
各
国
政
府
に
取
り
組
み
を
求

め
て
き
た
が
、
こ
の
間
、
景
気
回
復

は
滞
り
、
と
り
わ
け
厳
し
い
財
政
状

況
に
直
面
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
、

む
し
ろ
雇
用
状
況
の
悪
化
や
所
得
水

準
の
低
下
を
招
い
た
と
み
ら
れ
る

（
２
）。
こ
う
し
た
国
で
は
、
歳
出
削

減
策
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
切
り
下
げ
や
公
共
部
門

を
中
心
と
す
る
人
員
削
減
、
年
金
支

給
額
の
抑
制
や
支
給
開
始
年
齢
の
引

き
上
げ
、
雇
用
保
護
法
制
の
緩
和
を

中
心
と
す
る
労
働
市
場
改
革
な
ど
の

実
施
に
つ
い
て
国
民
や
労
働
組
合
の

理
解
を
得
ら
れ
ず
、
政
治
不
安
や
大

規
模
な
デ
モ
・
争
議
の
頻
発
、
ま
た

貧
困
の
悪
化
を
招
く
状
況
が
続
い
て

い
る
ほ
か
、
一
部
で
は
Ｅ
Ｕ
に
反
発

す
る
論
調
も
高
ま
っ
て
い
る（
３
）。

　

勧
告
案
は
、
歳
出
削
減
（
と
り
わ

け
構
造
的
赤
字
の
削
減
）
の
必
要
性

は
引
き
続
き
強
調
し
つ
つ
も
、
よ
り

緩
や
か
な
ペ
ー
ス
で
の
実
施
を
認
め
、

経
済
成
長
に
向
け
た
投
資
や
失
業
対

策
の
拡
充
、
銀
行
制
度
改
革
を
通
じ

た
中
小
企
業
へ
の
融
資
の
活
性
化
、

よ
り
効
果
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の

改
革
な
ど
広
範
な
政
策
対
応
を
提
言

す
る
内
容
と
な
っ
た
。
背
景
に
は
、

財
政
危
機
の
影
響
が
ス
ペ
イ
ン
や
イ

タ
リ
ア
な
ど
経
済
規
模
の
大
き
い
加

盟
国
に
及
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、

フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
で
も
財

政
赤
字
の
削
減
が
滞
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る（
４
）。
労
働
関
連
の
取
り
組

み
と
し
て
は
、
雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
改
善
や
労
働
費
用
の
削
減
、
労
働

市
場
の
分
断
の
解
消
な
ど
の
労
働
市

場
改
革
を
提
言
、
政
策
形
成
や
そ
の

実
施
に
労
使
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
得
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
特
に
高

失
業
国
に
対
し
て
は
、
訓
練
や
職
業

紹
介
な
ど
積
極
的
労
働
市
場
政
策
の

拡
充
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

一
方
、
競
争
力
強
化
に
向
け
た
方
策

と
し
て
、
生
産
性
に
見
合
っ
た
労
働

費
用
の
水
準
や
、
さ
ら
な
る
競
争
に

よ
る
生
産
性
と
価
格
低
減
の
強
化
と

と
も
に
、
教
育
訓
練
や
研
究
・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
、
資
源
の
効
率
的
利
用

へ
の
投
資
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
同

時
に
、
こ
う
し
た
改
革
の
影
響
が
貧

困
層
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公

正
性
に
配
慮
し
、
人
的
資
源
や
十
分

な
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
向
け
た

投
資
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
い

る
。

　

加
え
て
、
加
盟
国
の
う
ち
国
際
収

支
が
黒
字
で
財
政
状
況
の
良
好
な
国

に
対
し
て
は
、
低
賃
金
の
雇
用
に
対

す
る
減
税
・
社
会
保
険
料
の
減
免
、

ま
た
サ
ー
ビ
ス
部
門
で
の
他
国
か
ら

の
投
資
受
け
入
れ
の
拡
大
を
通
じ
て
、

域
内
の
需
要
拡
大
に
貢
献
す
る
よ
う

提
案
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
若
者
に
雇
用
や
教
育
訓

練
の
機
会
を

　

各
加
盟
国
の
経
済
・
財
政
や
雇
用

の
状
況
は
一
様
で
は
な
い
。
二
〇
一

二
年
の
推
定
成
長
率
は
、
ギ
リ
シ
ャ

の
マ
イ
ナ
ス
六
・
四
％
か
ら
ラ
ト

ヴ
ィ
ア
の
プ
ラ
ス
五
・
六
％
ま
で
大

き
な
開
き
が
あ
り
、
ユ
ー
ロ
圏
諸
国

の
景
気
低
迷
が
目
立
つ
。
欧
州
委
の

予
測
に
よ
れ
ば
、
経
済
成
長
率
は
二

〇
一
三
年
後
半
に
は
プ
ラ
ス
に
転
じ

る
も
の
の
、
通
年
で
は
依
然
と
し
て

停
滞
が
続
く
（
Ｅ
Ｕ
全
体
で
マ
イ
ナ

ス
〇
・
一
％
、
ユ
ー
ロ
圏
は
マ
イ
ナ

ス
〇
・
四
％
）。二
〇
一
四
年
に
は
一
・

四
％
の
プ
ラ
ス
成
長
に
転
じ
る
が
、

雇
用
状
況
は
二
〇
一
四
年
ま
で
回
復

し
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
一

三
年
、二
〇
一
四
年
と
も
一
一
・
一
％

で
推
移
）。
二
〇
一
三
年
四
月
の
失

業
率
は
Ｅ
Ｕ
全
体
で
一
一
％
、
ユ
ー

ロ
圏
で
は
一
二
・
二
％
と
い
ず
れ
も

不
況
期
の
水
準
を
上
回
っ
て
増
加
が

続
い
て
お
り
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
四
・

九
％
、
ド
イ
ツ
の
五
・
四
％
に
対
し

て
、
ギ
リ
シ
ャ
二
七
％
、
ス
ペ
イ
ン

二
六
・
八
％
な
ど
。
さ
ら
に
二
五
歳

未
満
層
の
失
業
率
は
二
三
・
五
％（
失

業
者
数
五
六
三
万
人
）
と
Ｅ
Ｕ
全
体

の
失
業
率
の
倍
以
上
の
水
準
に
あ
り
、

特
に
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
六

割
前
後
（
そ
れ
ぞ
れ
六
二
・
五
％
と

五
六
・
四
％
）
の
若
者
が
失
業
し
て

い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
欧

州
生
活
・
労
働
条
件
改
善
財
団
の
推

計
に
よ
れ
ば
、
若
年
失
業
者
や
ニ
ー

ト
（
教
育
訓
練
へ
の
参
加
も
就
労
も

し
て
い
な
い
若
者
）
に
対
す
る
各
種

給
付
の
費
用
は
平
均
で
Ｇ
Ｄ

Ｐ
の
一
・
二
一
％
に
相
当
し
、

Ｅ
Ｕ
全
体
で
一
五
三
〇
億

ユ
ー
ロ
に
も
及
ぶ
。
ま
た
、

若
い
時
期
の
失
業
は
将
来
的

な
失
業
や
貧
困
、
健
康
上
の

問
題
の
リ
ス
ク
も
高
め
る
と

い
う
。

　

若
年
失
業
対
策
と
し
て
欧

州
委
が
二
〇
一
二
年
一
二
月

に
示
し
た
「
若
者
雇
用
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」
に
は
、
ア
プ
レ
ン

テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
（
公
的
に
制

度
化
さ
れ
た
見
習
い
訓
練
）

や
ト
レ
イ
ニ
ー
シ
ッ
プ
（
公

的
制
度
外
の
見
習
い
訓
練
）

の
実
施
促
進
や
質
の
確
保
と
と
も
に
、

若
年
支
援
に
関
す
る
目
標
を
規
定
す

る
「
ユ
ー
ス
・
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ
ー
」

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。「
ユ
ー
ス
・

ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ
ー
」
は
、
学
校
卒
業

や
失
業
開
始
か
ら
四
カ
月
以
内
の
全

て
の
二
五
歳
未
満
の
若
者
に
、
教
育

訓
練
や
雇
用
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

標
と
す
る
も
の
。
公
的
雇
用
サ
ー
ビ

ス
機
関
を
核
と
し
て
、
民
間
の
専
門

的
支
援
機
関
や
教
育
機
関
な
ど
と
共

同
で
の
対
策
の
実
施
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
関
連
施
策
の
実
施
に
対
し
て

は
、
若
年
失
業
率
が
二
五
％
を
超
え

る
地
域
を
対
象
に
、
二
〇
一
四
～
二

〇
二
〇
年
の
間
で
八
〇
億
ユ
ー
ロ
を

投
じ
て
財
政
支
援
が
行
わ
れ
る
予
定

だ（
５
）。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
歳
出

削
減
の
推
進
を
主
張
し
て
き
た
ド
イ

ツ
政
府
も
、
若
年
失
業
対
策
へ
の
取

り
組
み
の
必
要
を
理
由
に
軟
化
の
姿

勢
を
見
せ
て
い
る（
６
）。
欧
州
委
に

よ
る
勧
告
案
と
前
後
し
て
五
月
末
に

開
催
さ
れ
た
会
議
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
の
財
務
、
労
働
担
当
閣
僚

ら
と
と
も
に
、
早
急
な
若
年
失
業
対

策
の
実
施
の
必
要
性
を
呼
び
か
け
た
。

ま
た
現
地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
ス

ペ
イ
ン
と
の
二
国
間
ス
キ
ー
ム
と
し

て
、
国
営
銀
行
間
の
資
金
提
供
に
よ

り
最
大
一
〇
億
ユ
ー
ロ
を
若
年
雇
用

拡
大
の
た
め
の
中
小
企
業
向
け
融
資

に
充
て
る
こ
と
を
決
め
た
ほ
か
、
今

後
四
年
間
に
わ
た
り
ド
イ
ツ
の
職
業

訓
練
や
就
業
体
験
に
年
間
五
〇
〇
〇

人
の
若
年
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で

合
意
し
て
い
る
と
い
う
。 

中
小
企

業
融
資
に
関
す
る
同
様
の
プ
ラ
ン
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ギ
リ
シ
ャ
と
の
間
で

も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

［
注
］

１　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
成
長
促
進
と
雇
用
創
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45

出
に
向
け
て
毎
年
設
定
さ
れ
る
優
先
課

題
（A

nnual G
row

th S
urvey

―
通
常

一
一
月
に
公
表
）
を
も
と
に
、
各
国
が

中
期
予
算
方
針
と
年
次
経
済
計
画
を
作

成
（S

tability P
rogram

m
e

お
よ
び

N
ational R

eform
 P

rogram
m

e

―
四
月
）、

図１　財政赤字と累積債務の対GDP比（％）

図２　EU各国の失業率と若年失業率（％） 

注：エストニア、ハンガリーは2013年3月時点、ギリシャ、イギリスは2012年2月時点、ラトヴィアは2013年第1四半期時点のデ
ータ。若年失業率のみスロヴェニアは2013年第1四半期、ルーマニアは2012年第4四半期のデータ。

資料出所：Eurostat

注：財政赤字は各国の会計年度、累積債務は各年末時点のデータ。
資料出所：Eurostat
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13年4月失業率

13年4月若年失

業率

欧
州
委
は
各
国
の
経
済
・
財
政
状
況
と
併

せ
て
こ
れ
を
評
価
し
、
経
済
安
定
化
や

財
政
再
建
、構
造
改
革
、成
長
促
進
策
の

方
向
性
に
関
す
る
勧
告
案
を
示
す

（C
ountry S

pecific R
ecom

m
endation

―
五
～
六
月
）。
欧
州
閣
僚
理
事
会
及
び

欧
州
理
事
会
で
の
承
認
（
六
～
七
月
）

を
経
て
、
各
国
が
こ
れ
を
実
施
す
る
形

を
取
る
。

２　

欧
州
委
雇
用
・
社
会
問
題
総
局
「
雇
用
・

社
会
状
況
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
」（
二
〇
一

三
年
三
月
）
の
分
析
に
よ
る
。

３　

雇
用
・
社
会
問
題
総
局
が
四
月
に
発

表
し
た
欧
州
の
労
使
関
係
に
関
す
る
隔

年
の
報
告
書
は
、
金
融
危
機
以
降
の
景

気
低
迷
と
雇
用
悪
化
に
よ
り
、
多
く
の

加
盟
国
で
歳
出
削
減
を
中
心
と
す
る
対

策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
政
策
決
定

に
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
パ
ー
ト

ナ
ー
が
関
与
し

て
い
な
い
こ
と

が
、
労
使
関
係

の
悪
化
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と

分
析
。
こ
う
し

た
施
策
の
社
会

的
受
容
性
を
高

め
、
円
滑
な
実

施
を
図
る
上
で
、

労
使
間
の
対
話

を
通
じ
て
解
決

策
を
見
出
す
こ

と
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。

４　

Ｅ
Ｕ
の
基
本

的
な
財
政
上
の

ル
ー
ル
は
、
財

政
赤
字
の
上
限

を
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

で
三
％
、
累
積

債
務
を
同
六

〇
％
と
定
め
て

い
る
。
こ
れ
に

違
反
し
、
か
つ

一
定
期
間
内
に

改
善
に
向
け
た

取
り
組
み
を
示

す
こ
と
が
出
来

な
け
れ
ば
、
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
〇
・

二
％
が
制
裁
金

と
し
て
課
さ
れ

る
決
ま
り
だ
。

金
融
危
機
の
対

応
に
よ
り
加
盟

国
の
財
政
赤
字

が
拡
大
し
た
際

に
は
、
各
国
に

は
猶
予
期
間
が

設
け
ら
れ
、
期
限
内
に
三
％
水
準
に
回

復
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
続
く
財
政
危
機
に
よ
る
各
国
の

困
難
な
状
況
や
取
り
組
み
な
ど
を
勘
案

の
上
、
二
〇
一
三
年
が
年
限
で
あ
る
一

部
の
国
に
つ
い
て
、
猶
予
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
勧
告
案
と
併
せ
て
提
案
さ

れ
た
（
ス
ペ
イ
ン
が
二
〇
一
六
年
、
フ

ラ
ン
ス
二
〇
一
五
年
、
オ
ラ
ン
ダ
二
〇

一
四
年
な
ど
）。
欧
州
委
は
こ
れ
ら
の
国

に
対
し
て
、
猶
予
期
間
中
に
も
構
造
改

革
を
推
進
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
例

え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
勧
告
案
に
は
、

労
働
市
場
改
革
と
な
ら
ん
で
年
金
支
給

開
始
年
齢
引
き
上
げ
や
支
給
額
の
物
価

ス
ラ
イ
ド
な
ど
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
歳

出
削
減
策
の
実
施
を
盛
り
込
ん
だ
。
現

地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
政

府
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
財
政
赤
字
削
減

の
具
体
策
に
は
既
に
着
手
し
て
お
り
、

欧
州
委
か
ら
何
を
す
べ
き
か
指
図
を
受

け
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
、
こ
れ
を
一

蹴
し
て
い
る
。

５　

当
初
合
意
さ
れ
て
い
た
予
算
額
は
六

〇
億
ユ
ー
ロ
だ
っ
た
が
、
六
月
末
に
開

催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
で
、
各
国
が
予

算
の
増
額
に
合
意
し
た
も
の
。
各
国
は

「
ユ
ー
ス
・
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ
ー
」
の
目

標
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ラ
ン
を
作
成
、

具
体
的
な
施
策
に
対
す
る
財
政
支
援
は
、

別
途
合
意
さ
れ
たY

outh E
m

ploym
ent 

Initiative

に
基
づ
く
。

６　

現
地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
歳
出
削

減
に
よ
る
打
撃
を
被
っ
て
い
る
各
国
か

ら
の
非
難
を
か
わ
す
狙
い
が
あ
る
と
い

う
。
な
お
、
シ
ョ
イ
ブ
レ
財
相
は
一
連

の
プ
ラ
ン
の
公
表
と
前
後
し
て
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
や
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
失
業
対

策
の
遅
れ
を
め
ぐ
り
欧
州
委
を
批
判
し

て
い
た
。
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